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はじめに 
 

国立市では、すべての人が性別にかかわらず、あらゆる分野において個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生きるこ

とができる男女平等参画社会を築くため、「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」を制定しました。

条例の７つの基本理念に基づき、総合的且つ計画的に施策を推進していくため、「国立市男女平等・男女共同参画推進計画」(計

画期間：平成 28（2016）年度～令和５（2023）年度)を策定し、本計画の中に包摂している「国立市ドメスティック・バイオレ

ンス対策基本計画」と合わせて取り組んでおります。 

この報告書は、「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」の第９条に基づく年次報告書として、「国立

市男女平等・男女共同参画推進計画」に沿って平成 30(2018)年度中に実施した各施策の具体的な事業実績及び評価を取りま

とめたものです。 

市では、本報告書の事業実績及び評価結果を活かして、計画の着実な推進を図るとともに、さらなる男女平等参画社会の

実現に向けて積極的に取り組んでまいります。今後ともご理解及びご協力をお願いいたします。 

 

令和元(2019)年 11月 国立市 市長室 
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第１章 国立市第 5 次男女平等・男女共同参画推進計画について 

「自分らしくいきいきと暮らすことのできる社会の実現」 

 

                                     

 

 

  

 

性別に関わらず、すべての市民一人ひとりがお互いの人権を基本として、個性・能力・価値観・ライフスタイル・バッ

クグラウンドなどを尊重し合い、自らの意思と責任により、職場・家庭・地域等の社会における多様な生き方の中から自

分らしい生き方を選択できる社会を目指します。 

 

 

・この計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14条第 3項に規定する「市町村男女共同参画計画」とします。 

・この計画は、「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」第９条に定める推進計画です。 

・この計画は、「国立市ドメスティック・バイオレンス対策基本計画（DV 対策基本計画）」を包含しています。 

・「国立市総合基本計画」等関連する計画との整合性を保ち、総合的かつ計画的に推進するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の位置づけ 

国立市総合基本計画 

【国立市における他の関連計画】 

・国立市地域福祉計画    ・国立市高齢者保健福祉計画 

・国立市介護保険事業計画 ・国立市健康増進計画 

・国立市しょうがい者計画 ・国立市しょうがい福祉計画 

・国立市子ども総合計画   ・国立市総合防災計画  

・国立市子ども・子育て支援事業計画      など 

国立市第 5次 

男女平等・男女共同参画 

推進計画 

国立市ドメスティック 

・バイオレンス対策基本計画 

第
４
次
男
女
共
同
参
画 

基
本
計
画
（
国
） 

東
京
都
男
女
平
等
参
画 

推
進
総
合
計
画
（
都
） 

１．計画の基本理念 
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   「平成 28（2016）年度」から「令和５（2023）年度」までの「8 年間」です。 
 

 

計画は、基本理念に基づく「基本目標」、それを実現するための「課題」、課題を解決するための「施策」に体系化されてい

ます。事前に課題ごとの評価指標を設定するとともに、計画の中間年度（令和元(2019)年度）と最終年度（令和 5(2023)年

度）における目標値を定めることで、それぞれの施策の達成状況を明確にします。施策の評価期間は、毎年評価を行う「単年

度」、中間年度と最終年度に評価を行う「中期」、最終年度に評価を行う「長期」の３区分を設定しています。 

  

 

  「男女平等参画兼ドメスティック・バイオレンス対策推進員」を新設し、各課の横断的なネットワークを整備し、機動的 

かつ能率的な推進体制としていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

 

５．市における推進体制 

 

国立市男女平等推進会議（部長職） 計画の執行管理・意思決定・執行責任など（委員長：副市長） 

推進会議で決定した内容の実施に関する協議など 

   

男女平等参画兼ドメスティック・バイオレンス 

対策推進員（各課） 庁内の横断的な施策の推進   

           

幹 事 会（課長職及び指名職員） 

各課     各課の事業推進、DV対策連携 

男女平等参画兼ドメスティック・バイオレンス対策推進連絡会 

 

４．評価指標と評価期間の設定 

各課 各課 各課 
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第２章 推進計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
重点 

 

基本理念 基本目標 課 題 施 策 

自
分
ら
し
く
い
き
い
き
と
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現 

①男女平等・男女共同参画の意識啓発 

②男女平等・男女共同参画の学校教育の推進 

 
①政策・方針決定への女性参画の促進 

②経済活動への女性参画の促進 

③家庭・地域活動への男女平等・男女共同参画の促進 

①多様な働き方を支えるための育児支援 

②多様な働き方を支えるための介護サービスの充実 

③ワーク・ライフ・バランスの推進 

①暴力を未然に防ぐための啓発活動の推進 

②DV 被害者の相談支援体制の強化 

③DV 被害者の安全確保 

④安心した生活が送れるようにするための自立支援 

⑤DV 対策基本計画の推進体制の整備 

①複合的要因による女性等の困難解消に向けた取組 

②経済的に困窮している女性への支援 

①セクシュアル・ハラスメント等への対策 

②ストーカー等の暴力への対策 

①健康管理支援の充実 

②性の尊重に関する啓発 

①LGBT(セクシュアル・マイノリティ)の理解のための啓発 

②庁内の LGBT(セクシュアル・マイノリティ)研修等の実施 

①計画の執行管理体制の整備 

②市民の視点に立った男女平等・男女共同参画の推進 

③男女平等・男女共同参画を推進するための基盤の整備 

①男女平等・男女共同参画に関する市職員の啓発 

②庁内における男女平等・男女共同参画の促進 

１．固定的性別役割分担意識にとらわれ

ることなく、自分らしい生き方を選択できる

社会 

２．差別・排除・暴力のない誰もが安心安

全に暮らせる社会（ソーシャル・インクルー

ジョン） 

 

３．多様な「性」を認め合える社会 

４．計画の効率的な推進体制の確立 

（1）男女平等・男女共同参画の意識づくり 

（2）固定的性別役割分担意識の解消 

（3）ワーク・ライフ・バランスの推進   

 

（2）国籍やしょうがい等の複合的な要因によ 

り困難を抱えた女性等が安心して暮らせる 

環境の整備 

（1）配偶者等からの暴力の防止 

（3）男女平等を阻害する要因の解消 

（1）性の違いに配慮した健康支援 

（2）LGBT（セクシュアル・マイノリティ） 

の人々への支援 

（1）計画の推進体制の強化 

（2）市職員の男女平等・男女共同参画の意識 

づくり 

国立市ドメスティック・バイオレンス対策基本計画 

重点 

重点 

重点 

重点 
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第３章 推進状況調査の概要 

 

 「国立市第 5 次男女平等・男女共同参画推進計画」（平成 28 年度～令和５年度）の進捗状況を明らかにし、各施策の着実

な進行と実効性の確保を図るため、各年度の施策の実績について、各主管課の評価を含む推進状況調査の結果をとりまとめて

公表します。 

 

 

施策について各主管課による自己評価（一次評価）を行った後、各課題について国立市男女平等推進会議による評価（二次

評価）を行います。評価結果は各主管課にフィードバックし、次年度以降の取組に反映させていくことで進行管理をしていき

ます。なお、計画期間の中間年度には、男女平等推進市民委員会とともに総合的な評価・点検と市民意識調査を行い、さらに

その結果を本計画に反映させていきます。 

平成 31（2019）年度実施の平成 30（2018）年度推進状況調査においては、評価期間が「単年度」及び「中期」の施策

のみ評価対象としています。評価期間が「長期」の施策については、今回の評価の対象としていません。 

 区分 H28 H29 H30 H31/R1 R2   R3  R4 R5 

進捗状況調査 単年度 単年度 

評価 

単年度 

評価 

単年度 

評価 

中間 

評価 

単年度 

評価 

単年度 

評価 

単年度 

評価 

最終 

評価 

中期 
   

中間 

評価 
   

最終 

評価 

長期 
       

最終 

評価 

市民意識調査  
   

市民意識 

調査 
    

１．調査の目的 

２．調査の概要と流れ 
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国立市第 5 次男女平等・男女共同参画推進計画の 110 施策（うち再掲施策 11 施策）について、主管課による施策ごと

の達成度評価及び施策ごとの男女平等参画配慮度評価を行っています。 

■（１） 施策の達成度評価 

各主管課が、施策の進捗状況について当年度の事業実績と翌年度の事業予定を記載するとともに、以下の指標により、達成

度評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

■（２） 女性・男性・多様な性の配慮度評価 

各主管課が、施策の進捗状況について当年度の事業実績と翌年度の事業予定を記載するとともに、以下の指標により、女性・

男性・多様な性の平等参画に関する配慮度評価を行います。 

 

 

 

 

 

達成度評価 

Ａ 適切に実施されている 

Ｂ 実施されているが、さらに充実が求められる 

Ｃ 実施されているが、十分でない 

Ｄ 取組を行わなかった 

― 評価不能（事業完了・隔年実施・実施準備中などのため評価できない） 

女性・男性・多様な性の配慮度評価 

Ａ 女性・男性・多様な性の平等参画に適切に配慮されている 

Ｂ 女性・男性・多様な性の平等参画に配慮されているが、十分でない 

Ｃ 女性・男性・多様な性の平等参画に配慮していない 

３．評価指標 
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■（３） 課題の推進会議評価 

国立市男女平等推進会議が、課題（10課題）ごとに、次の評価基準に基づいて総合評価を行います。また、評価をした理

由を記載するとともに、次年度以降に各課が効果的に施策の取組ができるよう、改善策等を提言しています。 

 

 

 

 

 

【参考】 

  国立市男女平等推進会議          国立市男女平等推進会議 幹事会 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進会議評価 

◎ 効果的な取組ができている場合 

〇 全体的に取組が図られている場合 

△ ある程度の取組は認められるが一部課題がある場合 

× 事業に取り組めていない、成果がない場合 

政策経営部 

行政管理部 

健康福祉部 

 

 

子ども家庭部 

生活環境部 

都市整備部 

教育委員会 

 

 

収納課長 

職員課長、防災安全課長、市民課長 

福祉総務課長、しょうがいしゃ支援課長 

高齢者支援課長、地域包括ケア推進担当課長、健

康増進課長、健康づくり担当課長 

児童青少年課長、子育て支援課長 

まちの振興課長、環境政策課長 

都市計画課長 

教育指導支援課長、生涯学習課長、公民館長、く

にたち中央図書館長 

 

選挙管理委員会事務局長 

監査委員事務局長 

委員長  副市長 

副委員長 政策経営部長 

委員   行政管理部長 

健康福祉部長 

子ども家庭部長 

子ども家庭部参事 

生活環境部長 

都市整備部長 

都市整備部参事 

会計管理者 

教育次長 

議会事務局長 
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第４章 推進状況調査 中間評価結果（課題評価一覧） 

 

基本目標 課題 

H３１実施 

（Ｈ３０評価） 

中間評価 

基本目標 1  
固定的性別役割分担意識にとらわれること

なく、自分らしい生き方を選択できる社会 

 

課題（１） 男女平等・男女共同参画の意識づくり ◎ 

課題（２） 固定的性別役割分担意識の解消 ◎ 

課題（３） ワーク・ライフ・バランスの推進 〇 

基本目標 2  
差別・排除・暴力のない誰もが安心安全に

暮らせる社会（ソーシャル・インクルージョン） 

課題（１） 配偶者等からの暴力の防止 △ 
課題（２） 国籍やしょうがい等の複合的な要因により困難を抱えた女性等

が安心して暮らせる環境の整備 〇 

課題（３） 男女平等を阻害する要因の解消 〇 

基本目標 3  
多様な「性」を認め合える社会 

課題（１） 性の違いに配慮した健康支援 〇 

課題（２） LGBT（セクシュアル・マイノリティ）の人々への支援 ◎ 

基本目標 4  
計画の効率的な推進体制の確立 

課題（１） 計画の推進体制の強化 ◎ 

課題（２） 市職員の男女平等・男女共同参画の意識づくり 〇 
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推進状況調査結果（個別評価-基本目標１） 

基本目標１ 固定的性別役割分担意識にとらわれることなく、自分らしい生き方を選択できる社会 

 

 

 

 

基本目標１ - 課題（１） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

男女平等・男女共同参画の意識づくり ◎ 

Ａ ７ Ａ ９ 

Ｂ ５ Ｂ ３ 

Ｃ ０ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 
 

男女平等・男女共同参画の意識づくりについては、講演会や講座、チラシ・ポスターの配布・配架による啓発・情報提供について、引き続き取り組みを継続され

たい。くにたち男女平等参画ステーションや公民館などでは、SNS を活用した情報発信にも取り組まれており、他の取り組みにおいても、Twitter や Facebook な

どの多様なツールを活用し、積極的に情報発信に取り組まれるよう期待したい。また、施策 5 の人権尊重教育推進の取り組みについては、特に若い世代が義

務教育段階において固定的性別役割分担意識に囚われず、個々の個性や能力を十分発揮できることが重要である。子どもたち一人ひとりの人権が尊重される

地域社会を築くため、男女平等参画も含めた豊かな人権感覚を育むための総合的な取り組みを期待したい。 

 

 

【参考 指標①】 

基本目標１ － 課題（１） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 
 

① 

「男は仕事、女は家庭」という考

え方に「そうは思わない」という人

の割合（％） 

56.6％ 

（H27年度） 
65.6% 74.6% 

・「男女平等及び人権に関する市民意識調査」の項目による。 

・社会経済情勢の変化を考慮し、前回調査（平成 22年実施）

からの増加率（6％）の 1.5倍（9％）を 4年ごとに加算する。 
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推進状況調査結果（個別評価-基本目標１） 

 

 

【参考 指標②③④】 

基本目標１ － 課題（２） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 

② 

市が所管する審議会等のうち、性

別比率が男女ともに 30％以上にな

っている審議会等の割合（％） 

42.0％ 

（H27年度） 

66.0% 90.0% 

・過去 3 ヵ年の平均年間伸び率（6.25％≒6％）を 1年ごとに加算

する。 

③ 

男性の育児休業取得率（％） 
5.5% 

（H27年度） 

13.0% 20.0% 

・「男女平等及び人権に関する市民意識調査」の項目による。 

・国の平成 32年における目標値（平成 32年に 13.0％）と市の現

状値との差（7.5％≒7％）を 4年ごとに加算する。 

④ 

市防災会議の委員に占める女性の

割合（％） 12.0% 

（H27年度） 

21.0% 30.0% 

・現状（12.0％）と国の目標値（平成 32年度に 30％）を参考に、そ

の差（18％）の半分（9％）を 4年ごとに加算する。 

基本目標１ - 課題（２） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

固定的性別役割分担意識の解消 ◎ 

Ａ １２ Ａ １５ 

Ｂ ６ Ｂ ３ 

Ｃ ０ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 

施策 9 の審議会等における男女比率に関しては、目標値より依然として低い数値であるため、性別比率に関し、改めて全庁的に周知し、男女の意見を平等に反映するた

めの対策を講じられたい。施策 16 の企業等への女性就職促進に関しては、公共調達に参加する企業等に対し、女性の積極的な活用を促すため、総合評価方式等の競

争入札の項目設定として男女共同参画への取り組みを盛り込むなど、引き続き有効な手法について検討されたい。施策 19 の公共施設の設備に関しては、評価期間は長

期であるが、男性が育児するうえで外出時の環境整備は不可欠であるため、施設の改修や建て替え時などに男性用トイレにもおむつ交換台を設置するなどして男性が育

児参加するための環境づくりを期待したい。また、施策 23(110)の市の男性職員の育児休業取得に関しては、指標の目標値には到達しているものの、取得率、取得日数と

もに前年を大きく低下しているため、対象者や取得者から話を聞くなどして、取得に対する課題解消に向けた有効な対策を検討されたい。 
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推進状況調査結果（個別評価-基本目標１） 

 基本目標１ - 課題（３） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

ワーク・ライフ・バランスの推進 〇 

Ａ １９ Ａ ２３ 

Ｂ ７ Ｂ ３ 

Ｃ ０ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 
 

施策 24 の託児付き講座・セミナー等については、育児中でも安心して講座等に参加できるよう、講座や講演会等を行う際には託児付きを原則とするよう全

庁に周知・徹底されたい。施策 28 の子どもの総合相談窓口については、平成 29 年 7 月にくにたち子育てサポート窓口を開設したが、その利用を促すため

に SNS を活用し、一層その周知を図られたい。また、子育て支援に関し、子育て応援アプリを PR し、活用を促すなどして、子育てするうえで必要な情報にす

ぐアクセスでき、安心して子育てできる環境づくりに期待する。また、ワーク・ライフ・バランスの推進に関しては、時間外勤務や休暇取得など多くの課題がある

中で、市役所が多様な働き方を実践し、女性が働きやすい職場を目指すために、先進企業などを参考に引き続き調査検討されたい。 

 

 

【参考 指標⑤】 

基本目標１ － 課題（３） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 
 

⑤ 

平日の 1日のうち、仕事・学業

に費やす時間が平均 12時間

以上の人の割合（％） 8.5% 

（H27年度） 

6.5% 4.5% 

・「男女平等及び人権に関する市民意識調査」の項目によ

る。 

・国の目標値（平成 32年に 5.0％）を参考に、現状値のお

およそ半減を目標とする。 
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基本目標２ 差別・排除・暴力のない誰もが安心安全に暮らせる社会（ソーシャル・インクルージョン） 

 

推進状況調査結果（個別評価-基本目標２） 

  

 

基本目標２ - 課題（１） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

配偶者等からの暴力の防止 △ 

Ａ １７ Ａ １７ 

Ｂ ６ Ｂ ９ 

Ｃ ２ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 

被害者支援に関しては、庁内の関係部署及び警察などの外部の期間との連携体制が必要不可欠であることから、引き続き担当課を中心に支援体制の充実を

図られたい。一方で、加害者からの追及に対し、確実に被害者情報を保護していく必要もあるため、庁内に新たな DV に関する連絡会を立ち上げ、個人情報を

適切に保護したうえで庁内連携を図る手法についてしっかりと議論し、早期に体制を確立されたい。また、施策 48 の市職員向け DV 対応マニュアルについて

は、潜在化、深刻化しやすいと言われる DV に関し、早期発見、相談体制の整備、自立支援、民間支援団体との連携、関係機関へのつなぎなど適切な対応を

行ううえで重要なツールであるため、早急に整備されたい。 

 

【参考 指標⑥】 

基本目標２ － 課題（１） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 
 

⑥ 

 

ＤＶ等を受けたときに、どこにも相

談しなかった（できなかった）人

の割合（％） 

38.5% 

（H27年度） 

28.0% 18.0% 

・「男女平等及び人権に関する市民意識調査」の項目による。 

・潜在的ニーズに対し、実際に対象者を捕捉できている割合を

示すもの。 

・女性の相談支援を拡充させていくことに伴い、4年で 1割減

（年 2.5％）の割合で減少させる。 
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推進状況調査結果（個別評価-基本目標２） 

 基本目標２ - 課題（２） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

国籍やしょうがい等の複合的な要因により困難

を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整

備 
〇 

Ａ １６ Ａ １９ 

Ｂ ３ Ｂ ０ 

Ｃ ０ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 

国籍やしょうがい等の複合的な要因により困難な状況に陥っているケースについては、地域から孤立している場合が多く、市役所の相談窓口等につながりに

くい状況がある。地域において、支援が必要な人を早期に発見し、適切な窓口や制度につなげる仕組みや体制づくりを引き続き検討されたい。また、施策

68 の複合差別の実態把握については、調査等の結果から市内にどのような課題があるのかしっかりと分析したうえで、関連する部署や機関等と連携し、課

題解決に向けての施策を検討、実施するうえで適切に活用されるよう期待する。 

 

【参考 指標⑦】 

基本目標２ － 課題（２） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 
 

⑦ 

市内における女性の相談支援

拠点（アクセスポイント）の箇所

数（民間含む）」（箇所） 

 

１箇所 

（H27年度） 

3箇所 5箇所 

・当該年度における拠点（稼働中のもの）の数を示すもの。 

・女性の自立支援には、相談・アクセスしやすい相談支援

体制が重要となる。 
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推進状況調査結果（個別評価-基本目標２） 

 基本目標２ - 課題（３） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

男女平等を阻害する要因の解消 〇 

Ａ ４ Ａ ３ 

Ｂ ２ Ｂ ３ 

Ｃ ０ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 
 

セクシュアル・ハラスメント、ＤＶやストーカー行為等は、個人の尊厳を傷つける重大な人権侵害であり、男女平等参画社会の実現を妨げる大きな要因である。

講演会やセミナーなどの情報提供やチラシ、パンフレット等の配布・配架による啓発とともに、平成 30(2018)年 4 月に施行された「国立市女性と男性及び多

様な性の平等参画を推進する条例」についても、引き続き、市内に対してはわくわく塾や講座などで、市外に対してはイベントなどで啓発するなどし、広く市民

や事業者等の意識向上に向けた取り組みを期待する。さらに、広く性別に関するハラスメント等の相談支援体制を強化し、平成 30(2018)年度に開設されたく

にたち男女平等参画ステーションで行う専門相談とも連携し、きめ細やかな相談支援を実施されたい。 

 

 

【参考 指標⑧】 

基本目標２ － 課題（３） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 
 

⑧ 

セクシュアル・ハラスメントを直接

受けた経験がある、または受け

た人を知っていると回答した人

の割合（％） 

 

26.0% 

（H27年度） 

23.5% 21.0% 

・「男女平等及び人権に関する市民意識調査」の項目によ

る。 

・前回調査比較では若干増加傾向にあるが、今後、4年で

現状値のおおよそ 1割減（年 2.5％）の割合で減少させる。 
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基本目標３ 多様な「性」を認め合える社会 

 

 

推進状況調査結果（個別評価-基本目標３） 

  

 

基本目標３ - 課題（１） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

性の違いに配慮した健康支援 〇 

Ａ ６ Ａ ７ 

Ｂ ３ Ｂ ２ 

Ｃ ０ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 

性の違いに配慮した健康管理支援について、平成 28(2016)年度から継続して、予防啓発に力を入れている点は評価できる。生涯を通じた健康づくりを目指すため

には健康寿命の延伸が課題であり、健康に対して高い関心を持ち、正しい知識と情報を得るための取り組みが必要となる。施策 85 の健康維持や疾病等の予防施

策については、悩みを抱える人の早期発見と早期対応を目指して、職員を対象としたゲートキーパー研修を継続して行ってきており、また、平成 30(2018)年度から

は、教育委員会と連携し、生徒に対しアプローチを行うなど、相談する側、受ける側双方への精力的な取り組みを行っているところ、更に対象を拡大するなど一層の

悩みや不安の早期解決に向け取り組みを期待する。 

 

【参考 指標⑨⑩⑪⑫】 

基本目標３ － 課題（１） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 

⑨ 
65歳健康寿命（東京保健所長

方式 65歳健康寿命 Aによる） 
男性 83.06歳 女性 85.61歳 

（H25年度） 
延伸 

「第 2次国立市健康増進計画」と整合

を図っている。 

⑩ 
大腸がんの標準化死亡比（都を

100 とした数値） 
男性 109.4 女性 120.6 

（H24年度） 
減少 

「第 2 次国立市健康増進計画」と整合

を図っている。 

⑪ 
子宮がん検診の受診率（％） 15.6％ 

（H24年度） 
＞都平均受診率 

「第 2 次国立市健康増進計画」と整合

を図っている。 

⑫ 
乳がん検診の受診率（％） 9.1％ 

（H24年度） 
＞都平均受診率 

「第 2 次国立市健康増進計画」と整合

を図っている。 
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推進状況調査結果（個別評価-基本目標３） 

 基本目標３ - 課題（２） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

LGBT（セクシュアル・マイノリティ）の人々への

支援 ◎ 

Ａ ５ Ａ ６ 

Ｂ ３ Ｂ ２ 

Ｃ ０ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 
 

平成 26(2014)年度から実施している LGBT 庁内職員研修及びオリジナル・バッジの配布等の取組は、昨年度より対象を教職員にも拡大し実施しており、今

後とも教育機関及び関係団体と連携を図り、一層の理解促進に向け、啓発に努力されたい。また、嘱託員の多くが各職場の窓口担当を担うことから、嘱託員

の参加を推進されたい。施策 96 の LGBT の方が直面する課題については、多様な性に関する職員指針の検討を開始したことを評価する。今後も適宜、当

事者の方の意見も聞きながら当事者の抱える課題を調査研究し、必要な施策の検討を期待したい。平成 30(2018)年度から TOKYO レインボープライドにブ

ース出展を行い、多くの参加者から意見を伺い施策に取り込んだ点は、評価できる。また、くにたち男女平等参画ステーションにおける SOGI 相談は、利用率

が高く、多摩 26市では、2市しか取り組んでいない事業のため、引き続き、相談実績等を踏まえ拡充を期待したい。 

 

 

【参考 指標⑬】 

基本目標３ － 課題（２） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 
 

⑬ 

「ＬＧＢＴ（セクシャル・マイノリテ

ィ）」という言葉を知っている人の

割合（％） 37.1％ 

（H27年度） 

55.7% 74.2% 

・「男女平等及び人権に関する市民意識調査」の項目（平

成 27年度新設）による。 

・社会情勢（近年における認知度の向上）を考慮し、4年で

1.5倍、8年で 2倍を目標とする。 
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基本目標４ 計画の効率的な推進体制の確立 

 

 

推進状況調査結果（個別評価-基本目標４） 

  

基本目標４ - 課題（１） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

計画の推進体制の強化 ◎ 

Ａ ５ Ａ ７ 

Ｂ ２ Ｂ ０ 

Ｃ ０ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 

平成 30(2018)年 4 月に「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」が施行となり、本計画も条例を根拠に着実に実行することが求められる中、所管課によ

る推進状況調査を毎年度実施することで、計画の推進体制を強化している。また、施策 101 の男女平等・男女共同参画に関する実態と意識については、市民だけでなく市外の

当事者も多く来場する「TOKYO レインボープライド」にブース出展するなどして、積極的に意見を取り入れる姿勢は評価できる。令和元(2019)年度は、本推進計画の中間年度に

あたることから、男女平等推進市民委員会と密に調整しながら、意識調査を丁寧に行い、市民の実態と意識が適切に市政に反映されることを期待する。 

 

【参考 指標⑭⑮⑯】 

基本目標４ － 課題（１） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 

⑭ 

男女の役割が平等だと思う

市民の割合（％） 43.6％ 

（H26年度） 

48.0% 53.0% 

・「国立市市民意識調査」の項目による。 

・現状値と過去 4年間の平均値（38.9％）との差（4.7％≒5％）を 4年ご

とに加算する。 

⑮ 

社会参画機会の男女比が適

切だと思う市民の割合（％） 28.2％ 

（H26年度） 

32.0% 36.0% 

・「国立市市民意識調査」の項目による。 

・ここ数年は数値が減少傾向にあるため、直近 5年間の最高値

（35.0％）と平均値（31.2％）の差（3.8.％≒4％）を 4年ごとに加算する。 

⑯ 

あらゆる差別は基本的人権

の侵害であり、是正されるべ

きだと思う市民の割合（％） 73.7％ 

（H27年度） 

84.0% 95.0% 

・「男女平等及び人権に関する市民意識調査」の項目（平成 27年度新

設）による。 

・8年後に 95％となるよう、4年でおおよそ 11％（年 2.7％）の割合で増

加させる。 
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推進状況調査結果（個別評価-基本目標４） 

 基本目標４ - 課題（２） 評価 達成度評価 
女性・男性・多様な

性の配慮度評価 

市職員の男女平等・男女共同参画の意識づくり 〇 

Ａ １ Ａ ３ 

Ｂ ４ Ｂ ３ 

Ｃ １ Ｃ ０ 

Ｄ ０ ― ― 

評価理由及び改善策等の提言 

庁内における男女平等・男女共同参画の意識の向上に関しては、国立市男女平等参画兼ドメスティック・バイオレンス対策推進員を、各部署における男女平等参

画の推進役として各課 1 名配置している。職員への周知とともに研修等にも取り組んでいるが、課内の推進役としての役割を明確化する必要があり、次年度の取り

組みに期待したい。施策 109 の誰もが働きやすく管理職をめざしやすい職場づくりに関しては、年次有給休暇の取得率が低下しており、時間外勤務の削減を含む

ワーク・ライフ・バランスの推進と合わせて同時並行的に議論し、取組を図られたい。また、施策 110(23)の市の男性職員の育児休業取得に関しては、指標の目標

値には到達しているものの、取得率、取得日数ともに前年より低下している状況であるため、引き続き対象となる職員への周知と取得への組織全体でのサポート体

制を確立されたい。 

 

【参考 指標⑰⑱】 

基本目標４ － 課題（２） 現状 
H31/R1(2019)

年度 

R5(2023)

年度 
 

 

⑰ 

市の男性職員の育児休業取

得率（％） 0％ 

（H26年度） 
13.0% 20.0% 

・国の平成 32年における目標値（H32年に 13.0％）と整合を図

っており、平成 35年度は平成 31年度の 1.5倍を目標とする。 

・平成 26年度は 19人対象者がいたが、取得者は 0人であっ

た。 

⑱ 

市の職員の年次有給休暇取

得率（％） 55.0％ 

（H26年度） 
65.0% 75.0% 

・直近の数値（約 11日/20日）と特定事業主行動計画に定める

目標値（平成 31年度に 13日/20日）及び国の目標値（平成

32年に 70％）を参考に、その差（10％）を 4年ごとに加算する。 
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第５章 推進状況調査結果（各施策の所管課評価一覧） 

■ 基本目標１ - 課題(１) 男女平等・男女共同参画の意識づくり 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な
性 

の
配
慮
度
評
価 

令和元(2019)年度事業予定 

1 

(107) 

男女平等・男女共同参

画に関する啓発事業の

全体調整 

男女平等・男女共同参画社会を

推進するためのセミナー等の開催

について、関係各課の事業を把

握し、全体調整を行う。 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

推進計画の毎年の進捗状況調査を通じて、各

課が実施する事業を把握し、全体調整を行っ

た。 

A A 

推進計画の進捗状況調査を毎年継

続して実施することにより、関係各課の

事業を把握し、全体調整を行っていく。 

2 

(39) 

(92) 

男女平等・男女共同参

画を推進するための講

座の実施 

男女平等・男女共同参画を推進

するためにセミナー等による意識

啓発に努めるとともに、参加を促

す工夫やアンケート等による効果

測定を行う。 

公
民
館 

拡
充 

単
年
度 

①生活のための日本語講座（５月～３月まで

年間を通して実施）②女性の生きかたを考える

講座（全 12 回）を保育付で実施。保育利

用者は①11 名②9 名。 

B B 

年間を通して、保育を必要とする公民

館主催事業において保育活動を行う。

より参加者や保育利用者が増えるよう

広報活動も工夫をしていく。 
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3 

(40) 

(93) 

男女平等・男女共同参

画を推進するための情

報の提供 

男女平等・男女共同参画に関す

る資料を収集し、市報、ホームペ

ージ、パンフレット等を活用して広

く市民に情報を提供する｡ 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

男女平等啓発イベントの情報等を市ホームペー

ジ及び市 Twitter で発信した。併せて、都主催

のイベント（女性の人権ホットライン等）を市報

に掲載、近隣他市のイベントのチラシ・ポスターを

市役所に掲示、配架を行った。また、くにたち男

女平等参画ステーションにて、講座やパネル展

示、情報誌、SNS を利用した発信を行った。 

A A 

くにたち男女平等参画ステーションと連

携し、市のイベント及び近隣他市や関

連団体のイベント等について、市民目

線で多様なツールを活用し、情報発信

を行っていく。 

生
涯
学
習
課 

東京都等発行のパンフレットやポスター等につい

て、生涯学習課、芸小ホール、総合体育館、

郷土文化館にて設置、掲示を行った。 

B B 

引き続き、東京都等発行のパンフレット

やポスター等について、生涯学習課、

芸小ホール、総合体育館、郷土文化

館にて設置、掲示を行う。 

公
民
館 

市内で開催される市関連の男女平等啓発イベ

ントのチラシ・ポスターを館内に掲示、配架を行っ

た。また平成 30 年度からは、Twitter やくにた

ちメールを活用して、より広く市民に情報を提供

するようにした。 

A A 
引き続き、市関連の市内イベントにつ

いて、情報発信を行っていく。 

図
書
館 

市内で開催される市関連の男女平等啓発イベ

ントのチラシ・ポスターを館内に掲示、配架を行っ

た。男女平等・男女共同参画に関する図書を

購入し、市民に貸出等を行った。 

A A 

引き続き、市関連の市内イベントにつ

いて、情報発信を行っていく。男女平

等・男女共同参画に関連した図書を

購入し、市民に貸出等を通じて情報

提供に努める。 
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4 

男女平等・男女共同参

画に取り組む団体の支

援 

男女平等・男女共同参画に関す

る学習等から生まれた自主的な

学びのサークル・団体が、継続的

に活動できるよう支援する。 

公
民
館 

拡
充 

単
年
度 

自主学習サークル・団体の活動の場として、公

民館施設の貸し出しを行ってきた。総利用団体

数延べ 5347 団体。 

B A 

自主学習サークル・団体の活動の場と

して、公民館施設の貸し出しを行って

いく。 

市
長
室 

小金井市・狛江市・国立市で構成する多摩３

市男女共同参画推進共同研究会において、

各市の市民サポーターと共に、市民交流会を年

4 回（平成 30 年 5 月 12 日・7 月 7 日・10

月 27 日・12 月 16 日）実施した。なお、平

成 29 年度まで多摩･島しょ広域連携活動助

成金を受けて活動を行っていたが、平成

30(2018)年度以降は当該助成金の交付が

終了したため、構成３市がそれぞれ負担金を拠

出し、独自事業としてその活動を継続している。

平成 30(2018)年 5 月開設のくにたち男女平

等参画ステーションでは団体の活動への支援ま

では至っていない。 

B A 

多摩 3 市男女共同参画推進共同研

究会において、男女平等参画に関心

のある市民が自主的に活動できるよ

う、３市で市民サポーターの活動支援

を行っていく。令和元年度は狛江市が

幹事市となり、年 2 回イベントを開催

予定である。なお、今回のテーマに関す

る調査研究活動は、平成 30 年度か

ら 3 年間の取組として進めることとして

いる。くにたち男女平等参画ステーショ

ンにおいては、団体の活動をつなげるな

ど、ソフト面での支援を検討する。 

5 
人権尊重教育推進委

員会の開催 

人権尊重教育推進上の課題を把

握すると共に、男女平等の視点を

踏まえ、各校における人権教育を

充実させるための知見を共有す

る。 

教
育
指
導
支
援
課 

継
続 

中
期 

各校の人権教育推進委員 11 名と校長会・副

校長会代表、担当指導主事の計 14 名で構

成し、年間３回、各学校における人権教育推

進計画や人権教育に関わる授業実践、フィール

ドワークまたは、教員研修への参加、人権尊重

教育推進校中間発表への参加等を行う。 

A A 

引き続き、人権尊重教育の推進を進める。 

推進委員会 14 名 

年間３回実施 

人権教育推進計画、授業実践、人権尊

重教育推進校発表会への参加 

ＬＧＢＴ対応等の校内研修の実施 
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6 

男女平等・男女共同参

画を推進するための教

員研修の実施 

教員の男女平等意識の形成を図

るために、男女平等に関連するテ

ーマや LGBT（セクシュアル・マイノ

リティ）などの新たな課題に関する

教員研修を実施する。 

教
育
指
導
支
援
課 

拡
充 

単
年
度 

各校の人権教育推進委員が中心となり、夏季

休業日等を活用して進める校内研修の中で、

必要に応じて研修課題として取り上げ実施し

た。 

各校で児童・生徒に関連する人権課題や

LGBT 等多様な性への職員研修を年間１回

以上実施。 

A A 

引き続き、男女平等教育・共同参画

を進める。LGBT 等多様な性への職員

研修を各校で実施する。 

7 

学校における固定的な

性別役割意識にとらわ

れない進路指導の実

施 

児童・生徒の男女平等観の形成

を図るとともに、性別にとらわれず

に個人のもっている能力・適正を

活かすよう進路指導の推進・充実

を図る｡  

教
育
指
導
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

各校のキャリア教育や職場体験学習を通して、

性別等によらない進路選択についての指導を進

めた。 

職場体験学習３日×３校 

A A 

引き続き、各校のキャリア教育の推進

を進める。 

職場体験学習３日×３校 

8 
性教育の実施と関係機

関の連携 

学校と家庭、地域の医療・保健機

関と積極的な連携を図り、全教育

活動を通じて、性を正しく理解し自

己の性に対する認識を確かにする

と共に、性感染症に関する指導の

充実を図る｡ 

教
育
指
導
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

各校で学校保健委員会の開催や保健だより等

で、保護者・地域等へ健康教育に関する理解・

啓発を進めた。 

中学校保健体育保健分野の学習をとおして、

性感染症に関する指導を進めた。 

B B 

引き続き、児童・生徒の実態に応じた

性教育を実施する。 

学習指導要領に示されている内容につ

いて授業等で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 

 

 

 

■ 基本目標１ - 課題（２） 固定的性別役割分担意識の解消 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な
性 

の
配
慮
度
評
価 

令和元(2019)年度事業予定 

9 
審議会等における男女

比率の調整 

市政に男女の意見や視点を平等

に反映させるため、委員全体に占

める性別比率が男女ともに 30％

以上になるように努める。 

政
策
経
営
課 

拡
充 

単
年
度 

平成 28 年 4 月に国立市附属機関等の設置及

び運営に関する要綱を制定し、市が所管する審

議会等のうち、委員の性別比率が男女ともに

30％以上となるよう努めた。 

上記の基準を満たしている審議会等の割合は平

成 30 年度実績で 40.74％となっており、平成

29 年度の 29％より実績が上昇している。 

B B 

引き続き審議会等の委員の性別比

率が男女ともに 30％以上となるよう

努めていく。 

10 

男女共同参画の視点

を取り入れた防災対策

の推進 

性別によるニーズの違い等を踏ま

え、発災時の様々な事象に対応

するため、災害対策への女性や

LGBTの人々の参画を促進する。 

防
災
安
全
課 

新
規 

中
期 

減災対策推進庁内検討会において女性メンバー

２名を指名し、市の地域特性に応じた減災対策

の検討を行い、検討結果報告書を作成した。 

市防災会議の委員に占める女性の割合 8％（2

名/25 名） 

B B 

東京都が作成した女性の視点からの

防災ブック「東京くらし防災」を活用

し、わくわく塾等において講演を行う。 

11 

(109) 

誰もが働きやすく管理

職を目指しやすい職場

づくり 

職場において多様な価値観を認

め合いながら、個人が過剰な負担

を感じることのないよう、ディーセン

トワーク、ワーク・ライフ・バランスを

実現する。 

職
員
課 

新
規 

中
期 

各課への時間外ヒヤリングやワーク・ライフ・バランス

デーの実施等により、働きやすい職場環境づくりに

取り組んでいる。 

平成 30 年度年次有給休暇取得率：37.1％ 

B A 

引き続き取組を進めるとともに、更な

る課題の発見に努め、現状で不足し

ている制度の新設等を検討する。 
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12 
就職・再就職のための

セミナーの実施 

女性の知識の習得や技術の向上

を目的として、保育付きの就職・

再就職セミナー等を開催し、女性

の就職を支援する。 

ま
ち
の
振
興
課 

拡
充 

単
年
度 

平成 30 年 10 月 12 日（金）に「女性のため

の再就職支援セミナー＆個別相談会」をくにたち

福祉会館において実施した。参加者数は、59 名

（うち 2 名託児利用） 

A A 

令和 2 年 2 月 28 日（金）に「女

性のための再就職支援セミナー＆個

別相談会」をくにたち福祉会館におい

て、東京しごとセンター多摩と共催す

る。託児付き。 

13 
託児付き講座・セミナ

ー等の実施 

女性の就職を促進するための情

報、職業訓練情報、非正規労働

者の労働条件の向上のための情

報等の提供を行う。  

ま
ち
の
振
興
課 

拡
充 

単
年
度 

平成 30 年 10 月 12 日（金）に「女性のため

の再就職支援セミナー＆個別相談会」をくにたち

福祉会館において実施した。参加者数は、59 名

（うち 2 名託児利用）。 

A A 

令和 2 年 2 月 28 日（金）に「女

性のための再就職支援セミナー＆個

別相談会」をくにたち福祉会館におい

て、東京しごとセンター多摩と共催す

る。託児付き。 

14 起業への支援 

年齢やキャリア、または育児・介

護の有無等に関係なく、起業を希

望する女性を支援するため、情報

提供や開業資金の融資のあっせ

ん、コンサルタントの派遣、セミナ

ー等を実施する。 

ま
ち
の
振
興
課 

拡
充 

単
年
度 

平成 30 年度は創業支援セミナーに 9 名、創業

塾に 18 名の女性起業希望者がおり、計 27 名

に対して市・都の融資制度、補助制度(起業プラ

ンサポート事業補助金)、その他創業関係の情報

提供を行った。結果、創業支援セミナー参加者の

うち 1 名が起業に至っていることが確認できた他、

起業プランサポート事業補助金に女性起業家が

認定され、補助を開始した。 

A A 

昨年度に引き続き市内で女性の事

業支援を行っている方を講師に招

き、５回連続講座となる国立市創

業塾を開催する。また、例年同様窓

口対応、創業支援セミナー、起業プ

ランサポート事業、開業融資制度等

も継続して行っていく。 

15 就労相談窓口の紹介 

就労支援を実施している庁内の

部署と連携を行い、ハローワーク

や東京しごとセンター等の専門の

相談機関に適切につなぐ。 

ま
ち
の
振
興
課 

拡
充 

単
年
度 

随時、来庁者に対して窓口を案内している。 

また、市報にハローワークや東京しごとセンター等の

窓口案内記事を掲載した。 

A A 

随時、来庁者に対して窓口を案内し

ていく。また、市報にハローワークや東

京しごとセンター等の窓口案内記事

を掲載していく。 
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子
育
て
支
援
課 

就労相談窓口として、月に 1 度開催の出張ハロ

ーワーク等を紹介。延べ開催回数 13 回，相談

人数 25 名。 

A A 

事業の継続。本出張ハローワークで

相談後、ハローワーク立川につながり

具体的就労に結び付くよう支援を継

続中。 

16 

(80) 

企業等への女性の就

職促進の働きかけ 

女性の就職を促進するため、誘

致企業等との関係性を基に市内

企業等に対して個別に働きかけを

行う。また、公共調達に参加する

企業等に対し、女性の積極的な

活用を勧奨していく方法について

調査検討する。 

市
長
室 

新
規 

中
期 

平成 30 年 5 月開設のくにたち男女平等参画ス

テーションにて、専門相談「みらいのたね」相談を月

１回実施し、仕事に関する相談をキャリアカウンセ

ラーが受け付けた。計 14 件の相談を受け付け

た。 

B A 

くにたち男女平等参画ステーションに

て、専門相談「みらいのたね」相談を

月１回実施し、仕事に関する相談を

キャリアカウンセラーが継続して受け付

ける。また、企業誘致担当と連携し、

市内企業等に個別に働きかけを行う

とともに、総務課とも連携協力しなが

ら公共調達に参加する企業等に対

する女性の積極的活用を促すための

有効な手法につき、引き続き調査検

討していく。 

総
務
課 

総合評価方式における男女共同参画に関する

評価について２６市の実施状況を調査した。 
A A 

女性の積極的な活用を勧奨していく

契約制度について、他自治体の動

向を調査していく。 

ま
ち
の
振
興
課 

東京都等から来る「企業等への女性の就職促進

の働きかけ」に関するチラシなどを積極的に庁舎や

関連施設に設置した。 

A A 

東京都等から来る「企業等への女性

の就職促進の働きかけ」に関するチラ

シなどを積極的に庁舎や関連施設に

設置していく。 
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17 
家事･育児などの男性

参画の促進 

家庭生活における男女の平等と

自立を進めるため、家事、育児等

の学習機会を男性が参加しやす

い形で提供し、男女平等意識の

高揚に努める｡ 

子
育
て
支
援
課 

拡
充 

単
年
度 

親子参加を基本としたパパ講座を２回に増やし

開催。父と子が楽しい時間を過ごせることを目的

に開始した「リズムで遊ぼう」は受付開始からすぐに

定員に達する状況であった。14 組 28 名参加。

また「家族で考える防災講座」は、母が一緒に参

加することも可としたが、こちらもほどなく定員に達

した。12 組 33 名の参加。いずれも子ども家庭

支援センターや子育てひろば等を周知するよい機

会となった。 

A B 

パパ講座の 1 回目を、7 月 6 日

（土）「気分わくわく、パパと一緒に

いろいろ遊び」。 

2 回目を「家族で考える防災講座」

を実施予定。 

18 
介護などの男性参画の

促進 

家庭における男女平等と自立を

進めるため、介護等の学習機会を

男性が参加しやすい形で提供し、

男女平等意識の高揚に努める｡ 

高
齢
者
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

家族介護支援事業実施としてキネスティック講習

会 5 回・家族介護支援講座 2 回・陽だまりの会

4 回実施 

A A 

家族介護支援事業として実施 

・キネスティック講習会・家族介護支

援講座・陽だまりの会。 

19 
公共施設の設備の見

直し 

公共施設において、男性がおむつ

替えをできる場所を確保する等、

男性が育児にかかわる環境を整

備する。 

建
築
営
繕
課 

新
規 

長
期 

平成 30 年度事業実績なし     令和元年度事業予定なし 

総
務
課 

庁舎では、旧自動販売機を設置していたスペース

におむつ替えのできるベビーベッドを設置した。（現

在ママロを設置） 

    平成 30 年度実施完了。 
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20 
子どもと出かけるための

公園情報等の提供 

女性だけでなく男性も育児にかか

わりやすいよう、公園情報等をわ

かりやすく提供する。 

環
境
政
策
課 

新
規 

中
期 

・民間団体の発行する広報誌への公園 

  紹介記事作成。 

…子育て支援誌に、夏季に噴水が楽しめる市内

公園の紹介記事を 1 度掲載。 

 

・大学通り緑地帯への花植え作業のイベント化お

よび広報の強化。 

…約 4,000 ポットの花植え作業を、親子連れで

も作業ができるように簡略化し、参加者に花苗を

プレゼントする企画を 6 月,12 月の 2 回実施。

市報、HP、プレスリリースを通じて広く参加を呼び

掛けた。 

※当初は「HP の公園情報ページの充実」を掲げ

ていましたが、公園遊具の撤去/新設工事が平成

30(2018)～令和元(2019)年度にかけて着手

中で公園情報の整理が必要なこともあり、平成

30(2018)年度の進捗はありませんでした。 

B A 

・HP の公園情報ページの充実（既

存ページの統廃合による情報整理、

各公園の特色や詳細な施設情報の

掲載、父子で遊びやすい公園の提

案。） 

21 

地域コミュニティや NPO

等への男女共同参画

の推進 

自治会や NPO 等に対して男女平

等に関する情報提供等を行い、

男女（特に若者）の積極的な参画

を働きかける。 

ま
ち
の
振
興
課 

継
続 

単
年
度 

自治会・町内会等への加入について、市報・HP

等で広報を実施し、男女平等に配慮した。また、

ＮＰO については、機関誌等の配布により啓発を

行った。 

A A 

自治会・町内会等への加入について

の広報活動を引き続き行う。また、Ｎ

ＰＯについては、機関誌等により啓

発を図る。 
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22 
市民・各種団体・事業

者等への働きかけ 

市民団体等と連携し、地域におけ

る男女平等・男女共同参画意識

の醸成を推進する。 

市
長
室 

継
続 

単
年
度 

小金井市・狛江市・国立市で構成する多摩３市

男女共同参画推進共同研究会において、各市

の市民サポーターと共に、市民交流会を年 4 回

（平成 30 年 5 月 12 日・7 月 7 日・10 月

27 日・12 月 16 日）実施した。なお、平成 29

年度まで多摩･島しょ広域連携活動助成金を受

けて活動を行っていたが、平成 30 年度以降は当

該助成金の交付が終了したため、構成３市がそ

れぞれ負担金を拠出し、独自事業としてその活動

を継続している。くにたち男女平等参画ステーショ

ンでは市民ボランティアサポーターを募集し、地域

で活動している団体等と連携する他、地域の団

体等に向けて出前講座を行い男女平等参画に

関して情報を共有している。 

A A 

多摩 3 市男女共同参画推進共同

研究会において、男女平等参画に

関心のある市民が自主的に活動でき

るよう、３市で市民サポーターの活動

支援を行っていく。令和元年度は狛

江市が幹事市となり、年 2 回イベン

トを開催予定である。なお、今回のテ

ーマに関する調査研究活動は、平成

30(2018)年度から 3 年間の取組

として進めることとしている。くにたち男

女平等参画ステーションボランティアサ

ポーターと協議し市民目線で啓発を

実施する。昨年度と同様に出前講

座等で積極的に連携を図る。 

ま
ち
の
振
興
課 

エンパワーメントの推進を図るため、女性を対象に

した再就職支援セミナー等を開催し、男女共同

参画社会の醸成を図った。 

A A 

エンパワーメントの推進を図るため、

女性を対象にした就職支援セミナー

等を開催し、男女共同参画社会の

醸成を図る。 
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23 

(110) 

市の男性職員の育児

休業取得の促進 

子の出生時における男性の休暇

取得促進のロールモデルとしての

役割も期待し、市の男性職員が

育児休業を取得しやすい環境を

整備する。 

職
員
課 

新
規 

単
年
度 

新規取得対象者 12 名のうち 2 名が育児休業

を取得し、取得率は約 16.7％であった。育児休

業の他、平成 27 年度に新設された男性が取得

できる出産関連休暇について、制度の周知及び

個別の声かけを行った。 

平成 30(2018)年度男性職員の育児休業取

得平均日数 33.3 日 

B A 

引き続き制度の周知を行うとともに、

対象者への声かけなど、育児休業取

得促進に向けて更なる取り組みを行

う。 
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■ 基本目標１ - 課題（３） ワーク・ライフ・バランスの推進 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な

性
の
配
慮
度
評
価 

令和元(2019)年度事業予定 

24 
託児付き講座・セミナ

ー等の実施 

育児中の親が講座や講演会等に

参加しやすいよう、託児サービス

を付けた企画とする。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

市長室主催のイベント（平成 30 年 6 月 23 日

実施｢くにたち平和の日｣式典、11 月 13 日実施

講演会｢ソーシャル・インクルージョンのまちづくり～

｢人権｣｢多様性｣｢平和｣の基本条例から考える

市の未来像～｣、平成 31 年 1 月 6 日実施人

権イベント書家・金澤翔子氏席上揮毫・金澤泰

子氏講演会）を、託児付きで実施した。また、

12 月 9 日実施の人権週間イベント映画｢みんな

の学校｣バリアフリー上映会＆トーク・ディスカッショ

ンでは、乳幼児同伴での参加を可能として実施し

た。 

 

A A 

引き続き、講座や講演会等を行う際

には原則として託児付きとして企画と

する。または、乳幼児を連れた親子で

の参加を可能とする。 

子
育
て
支
援
課
（
追
記
） 

・子育て中の親支援講座として年間５回開催し

た「子育てプログラム」のうち、未就学児の保護者

を対象として開催した２回について託児付きで実

施。 

・市民への啓発を目的に開催した講演会を託児

付きにて実施。 

A A 継続実施予定。 



- 32 - 

 

 

 

25 
保育所入所待機児童

の解消 

働きたい人が育児のために離職

することなく、子育てをしながら働く

ことができる環境を整える。 

児
童
青
少
年
課 

拡
充 

中
期 

・平成 30 年 4 月に、認可保育所国立たいよう保育園

（定員66人）を新設、認可保育所北保育園の改修

による定員増（75 名→90 名）を行った。 

・平成 31 年 4 月に向け、認可保育所国立クムクム保

育園の新設に向けた支援・補助を行った（定員 80

名）。 

・平成 31 年 4 月に向け、認証保育所さくらっこ保育園

の認可化に向けた支援・補助を行った（定員 30 名） 

・令和元(2019)年 8 月に向け、認可保育所国立ひま

わり保育園の新設に向けた支援・補助を行った（定員

131 名）。 

・一方、保育所整備の期待から需要喚起が生じ、待機

児童数（旧定義）は前年比＋17 名と増加した。ただ

し、待機児童数（新定義）では前年比△7 名と減少

した。 

・0～2 歳児にはいまだ待機児童がいる状況があるた

め、引き続き対策が求められている。 

【待機児童の推移(旧定義)】 

H26.4.1：88 人、 

H27.4.1：119 人(＋31 人)、 

H28.4.1：109 人(－10 人)、 

H29.4.1：125 人(＋16 人)、 

H30.4.1：81 人（－44 人）、 

H31.4.1：98 人（＋17 人） 

 

B A 

 

①令和元(2019)年 8 月の認可保育所

1 園の開設に向けた取組を実施予定 

②令和 2 年 1 月に向け、市内既存の幼

稚園類似施設の認定こども園化を支援

予定 

③保育所等の早期設置に向けた検討 

【待機児童の解消目標】 

早期に 0 人を実現 
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26 

多様な保育需要に対

応する保育体制の整

備 

多様な保育需要に対応する保育

体制の充実を図るため、病後児

保育、延長保育、しょうがい児保

育、一時保育を更に充実する。 

児
童
青
少
年
課 拡

充 

中
期 

・平成 30 年度病児・病後児保育の利用者は、延べ

684 人となった。病児・病後児保育の充実については、

『第三次国立市子ども総合計画』及び『国立市子ども・

子育て支援事業計画』において示しているとおり、利便

性の確保から 2 か所目の設置を継続的に検討した。ま

た、病児保育室を同ビルの 2 階から 1 階に移転整備

し、設備刷新と衛生環境向上を図った。 

・平成 30 年度の延長保育利用者は、月極利用で延

べ 25,147 人、一日利用で延べ 4,023 人となった。

なお、延長保育は市内の認可保育所及び小規模保

育事業所全園において実施している。 

・しょうがい児保育については、市内の保育所全園での

受入れを基本としている。なお、受け入れに当たっては、

各園のその時点での受入人数の状況や児童のしょうが

い程度などを考慮している。 

※一時保育は子育て支援課の事業となります。 

B A 

・病児・病後児保育については、事業者

と協議の上、平成 31 年 4 月より定員を

1 人増の 7 人とした。さらに市民のニーズ

に応えていくため、『国立市子ども子育て

支援事業計画』に従って、引き続き 2 か

所目の設置を検討していく。 

・延長保育については、引き続き市内全

園で実施していく。なお、平成 31 年 4

月開所の認可保育所においても実施し

ており、今後、令和元年 8 月に新設する

保育所においても実施していく予定であ

る。 

・しょうがい児保育については、引き続き

全園での受入れを基本に進めるとともに、

安心して入所いただけるように、入所受

付の際に、より丁寧に聴き取りをするなか

で実施していく。 

子
育
て
支
援
課 

一時保育については、国立あゆみ保育園、きたひ

だまり保育園にて実施。２園の合計で述べ

3,470 件の利用があり、平成 29 年度より増加

した。 

A A 

8 月より、きたひだまり保育園の一時

保育事業を、同法人が運営を始める

国立ひまわり保育園へ事業移管す

る。 
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27 
放課後子ども総合プラ

ンの推進 

保育を必要とするすべての児童を

対象に、多様な居場所（学童保

育所、放課後子ども教室、児童館

等）を整備して充実を図り、子育て

をしながら働くことができる環境を

整える。 

児
童
青
少
年
課 

拡
充 

中
期 

小学生全学年を受入れ対象とする学童保育所

の整備方針に基づき、平成 30 年度に先行実施

する学童保育所（学校敷地内及び隣接地に設

置する４学童保育所）の運営とともに、平成 31

年度に後発実施する学童保育所（児童館内に

設置する３学童保育所）における環境整備

（備品購入等）を実施した。また、平成 29 年

度に引き続き、夏季休業期間中の放課後子ども

教室を実施した。 

B A 

全学童保育所における小学生全学年の

受入れを開始する。 

放課後子ども教室については、より児童

の利用しやすい夏季休業期間中の実施

の方法を検討し、展開する。 

28 
子どもの総合相談窓口

の開設 

妊娠から出産、子育てに関する総

合相談を実施し、子育て情報の

提供や子育てサービスの案内、

他部署と連携した支援を行う。 

子
育
て
支
援
課 

新
規 

中
期 

平成 29 年 7 月に「くにたち子育てサポート窓口

（くにサポ）」に開設。 
A A 

多様な相談に対する相談スキルの向

上、及び庁内他部署・地域関係機

関との更なる連携を図る。 

29 

(87) 

母子保健に関する相

談・訪問相談の実施 

母体と乳幼児の健康管理のため

に、母子相談を充実し、指導、助

言を行う｡また、親の育児能力を

育成することを主眼にし、育児相

談等を充実する。 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

平成 30 年 5 月から国立駅前市民プラザにおい

ても妊娠届の受領及びテレビ電話による面接を開

始 

・妊婦面接実施数(母子手帳交付時)518 人                       

・育児相談利用者数  

保健センター 12 回/年、1,319 人 

北市民プラザ 4 回/年、42 人 

A A 継続実施。 

30 

(88) 

母子保健に関する講

座・セミナーの実施 

母親となる女性だけでなく父親と

なる男性に対して、妊娠・出産へ

の理解や子育てについて講座等

を実施して積極的な参加を促す。 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

・ウェルカム赤ちゃん教室（妊娠・出産・育児につ

いての学習） 延べ 12 回/年、参加者延べ

336 人（内パートナーの参加は 132 人） 

A A 継続実施。 
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31 
妊婦・乳幼児健康診査

の実施 

妊娠・出産期から子どもの乳幼児

期を対象にした健康診査及び保

健指導を実施し、病気等の予防

や健康管理体制の充実を図る｡ 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

・乳幼児健診の受診率  

乳健 98.8％、1.6 健 97.1％、3 健 93.9％ 

・産婦健診の受診者 570 人 

A A 継続実施。 

32 
ファミリー・サポートセン

ターの利用促進 

市民による相互支援活動としてフ

ァミリー・サポートセンターを充実さ

せ、子育て支援の輪を広げる。 

子
育
て
支
援
課 

拡
充 

単
年
度 

支援会員 184 名、利用会員 979 名、両方会

員 16 名延べ活動件数 2.640 件（平成 29

年度 3,514 件）。事務の効率化と支援内容の

行き違いをなくすために、事前打ち合わせ時の確

認書をその場で３者が持ち帰りできるよう工夫し

た。（それまでは後日送付） 

延べ活動件数は平成 29 年度より減少している

が、実利用者数は 67 名から 73 名へと増加して

いる。 

A A 

基本は、平成 30 年度同様。 

支援会員同士およびアドバイザーとの

コミュニケーションの場として、サロンを

数回実施の予定。 

33 
産後等における支援サ

ポーターの利用促進 

産前・産後、または何らかの事情

で、育児支援を必要とする家庭に

サポーターを派遣し育児の手助け

をする。 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

サポーター養成講習会に、より支援の内容に即し

た助産師の講義を入れた。 

派遣依頼者 28 名、延べ活動回数 245 日。

（平成 29 年 30 名、168 回） 

A A 基本は、平成 30 年度同様。 

34 児童館活動の推進 

地域の中における児童館の活動

と、利用ニーズに対応する施策の

展開を図る｡ 

児
童
青
少
年
課 

継
続 

単
年
度 

・学期ごとの試験前に中高生向けの学習場所の提供を

実施。中央児童館において、15 日間、延べ 32 名の

参加となった。 

・西児童館では地域活動「西のまち会議」と、矢川児

童館ではメルカード商店街と、中央児童館では一橋大

学のサークルとの連携で地域とのつながりを深めたが、そ

の他の団体の連携の広がりが少なかった。 

B A 

・学習場所の提供については、中高生へ

の PR 方法、効果的な実施方法を再検

討する。 

・地域と連携した事業展開を図り、新た

な協力団体を模索する。 

・子育て世代、子どもたちともに相談機能

の強化。研修の実施、記録を用いた

OJT、情報共有を通し、職員の意識、技
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・相談機能強化のため、職員研修を実施するとともに、

相談内容について相談記録簿に記録を継続している。 

能も養う。 

・おはようコケッコーの内容の充実を図る。 

35 

発達課題やしょうがい

のある児童の相談支援

の実施 

発達の課題やしょうがいのある児

童の保護者が相談できる窓口と、

支援に関する連携体制の充実を

図る。 

子
育
て
支
援
課 

拡
充 

単
年
度 

実施継続中。 A A 基本は、昨年度同様。 

し
ょ
う
が
い
し
ゃ
支
援
課 

 平成 30 年度末時点において、児童発達支援

83 件、放課後等デイサービス 157 件、医療型

児童発達支援 3 件の合計 243 件を障害児通

所事業として支給決定した（平成 29 年度末

195 件）。 

 また、昨年度に引き続き、国立市内の障害児

通所支援事業所（放課後等デイサービス・発達

支援）を対象に、子育て支援課子ども保健・発

達支援係、教育委員会教育指導支援課担当と

ともに事業所連絡会を実施（1 回）した。 

A A 

市内放課後等デイサービス事業所は

平成 28 年度末から変わらず 12 か

所で推移。市内児童発達支援事業

所についても平成 29 年度末から 4

か所で推移している。 

令和元(2019)年度においても、事

業所連絡会について継続して実施の

予定である。 

教
育
指
導
支
援
課 

発達に課題のある児童・生徒の個別の教育ニー

ズに応じた支援が提供できるよう就学先に関する

相談を進めた。（相談件数 197 件） 

A A 

引き続き、個別のニーズに応じた相談を進め

る。 

小学校に続き、中学校全校で特別支援教室

を開設し、発達しょうがい等の児童・生徒への

支援を進める。 

・利用者 小学校 156 名 

       中学校    43 名 
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36 
介護サービスの利用促

進 

介護サービスを利用し易くするた

め、広報等による情報提供を強化

する。また、制度の内容について

も、市民に対して丁寧に説明して

いく｡ 

高
齢
者
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

趣旨普及費 5,383,728 円 

介護保険べんり帳作成・全戸配布 

保険証利用のしおり作成 

介護保険負担割合証の案内リーフレット作成 

地域包括ケア計画冊子作成 

A A 

保険証利用のしおり作成 

介護保険負担割合証の案内リーフ

レット作成 

37 
介護サービス体制の整

備 

介護の担い手の負担を軽減する

とともに、高齢者が自立した日常

生活を営めるよう介護サービスを

充実させる。 

高
齢
者
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

介護保険サービスの給付 

介護給付費 

4,881,511,686 円 

A A 介護保険サービスの給付 

38 
しょうがいしゃ支援の実

施 

介護の担い手の負担を軽減する

とともに、しょうがいしゃが自立した

日常生活を営めるよう支援する。 

し
ょ
う
が
い
し
ゃ
支
援
課 

拡
充 

単
年
度 

介護給付費・訓練等給付費の支給により介護を

外部化できている。平成 30 年度の支出額は約

23 億 3 千万円。全国と同様に増加傾向。 

A A 継続して実施。 

39 

(2) 

(92) 

男女平等・男女共同参

画を推進するための講

座の実施 

男女平等・男女共同参画を推進

するためにセミナー等による意識

啓発に努めるとともに、参加を促

す工夫やアンケート等による効果

測定を行う。 

公
民
館 

拡
充 

単
年
度 

①生活のための日本語講座（５月～３月まで

年間を通して実施）②女性の生きかたを考える

講座（全 12 回）を保育付で実施。保育利用

者は①11 名②9 名 

B B 

年間を通して、保育を必要とする公

民館主催事業において保育活動を

行う。より参加者や保育利用者が増

えるよう広報活動も工夫をしていく。 
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40 

(3) 

(93) 

男女平等・男女共同参

画を推進するための情

報の提供 

男女平等・男女共同参画に関す

る資料を収集し、市報、ホームペ

ージ、パンフレット等を活用して広

く市民に情報を提供する｡ 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

男女平等啓発イベントの情報等を市ホームページ

及び市ツイッターで発信した。併せて、都主催のイ

ベント（女性の人権ホットライン等）を市報に掲

載、近隣他市のイベントのチラシ・ポスターを市役

所に掲示、配架を行った。またくにたち男女平等

参画ステーションにて、講座やパネル展示、情報

誌、SNS を利用した発信を行った。 

 

A A 

くにたち男女平等参画ステーションと

連携し、市のイベント及び近隣他市

や関連団体のイベント等について、市

民目線で多様なツールを活用し、情

報発信を行っていく。 

生
涯
学
習
課 

東京都等発行のパンフレットやポスター等につい

て、生涯学習課、芸小ホール、総合体育館、郷

土文化館にて設置、掲示を行った。 

B B 

引き続き、東京都等発行のパンフレッ

トやポスター等について、生涯学習

課、芸小ホール、総合体育館、郷土

文化館にて設置、掲示を行う。 

公
民
館 

市内で開催される市関連の男女平等啓発イベン

トのチラシ・ポスターを館内に掲示、配架を行った。

また平成 30 年度からは、Twitter やくにたちメー

ルを活用して、より広く市民に情報を提供するよう

にした。 

A A 
引き続き、市関連の市内イベントにつ

いて、情報発信を行っていく。 

図
書
館 

市内で開催される市関連の男女平等啓発イベン

トのチラシ・ポスターを館内に掲示、配架を行った。

男女平等・男女共同参画に関する図書を購入

し、市民に貸出等を行った。 

A A 

引き続き、市関連の市内イベントにつ

いて、情報発信を行っていく。男女平

等・男女共同参画に関連した図書を

購入し、市民に貸出等を通じて情報

提供に努める。 
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41 

ワーク・ライフ・バランス

を推進するための企業

等への働きかけ 

従業員の長時間労働慣行の改善

や育児・介護休業等の取得が進

むよう、事業者に働きかける｡ 

市
長
室 

新
規 

中
期 

東京都等から来る「ワーク・ライフ・バランスを推進

するための企業等への働きかけ」に関するチラシな

どを積極的に庁舎や関連施設に設置した。 

B B 

くにたち男女平等参画ステーションに

て、ワーク・ライフ・バランスを推進する

ために企業と連携した取組について

検討する。 

総
務
課 

総合評価方式実施ガイドラインに基づき、業者へ

の技術評価項目に子育て支援制度の導入を設

けている。また、工事の施工にあたり、行政管理部

総務課長通知により事業者へ安全衛生、その他

労働環境の改善について通知を行っている。 

A A 

総合評価方式実施ガイドラインに基

づき、業者への技術評価項目に子

育て支援制度の導入を設けている。

また、工事の施工にあたり、行政管

理部総務課長通知により事業者へ

安全衛生、その他労働環境の改善

について通知を行っている。 

ま
ち
の
振
興
課 

東京都等から来る「ワーク・ライフ・バランスを推進

するための企業等への働きかけ」に関するチラシな

どを積極的に庁舎や関連施設に設置した。 

A A 

東京都等から来る「ワーク・ライフ・バ

ランスを推進するための企業等への

働きかけ」に関するチラシなどを積極

的に庁舎 1 階や関連施設に設置し

ていく。 
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■ 基本目標２ - 課題（１） 配偶者等からの暴力の防止 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な
性

の
配
慮
度
評
価 

令和元(2019)年度事業予定 

42 
DV に関する意識啓発

の実施 

DV に関する認識を高め、加害者

にも被害者にもならないために、ポ

スター、リーフレット、啓発イベント

等により意識の醸成に努める。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

くにたち男女平等参画ステーションにおいて、デート

DV に対するパネル展示を実施した他、DV 等の

認識を深めるために、女性に対する暴力をなくす

運動の期間にてイベント等を通し啓発を行った。 

A A 
引き続き、DV に関しての啓発事業

を実施する。 

43 
若年世代への DV に関

する意識啓発の実施 

若年世代を対象にした、DV やデ

ートDVについて、イラスト等を多用

した分かりやすいパンフレットの配

布やイベント等による意識啓発を

実施する。 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

年間を通じて、DV・デート DV のリーフレットや相

談先カードの配布及び配架を行ったほか、若年層

に向けてわかりやすいように、イラストなどを利用し

デート DV に関するパネル展示を行い、啓発を実

施した。 

A A 

引き続き年間を通じて、DV・デート

DV のリーフレットや相談先カードの配

布及び配架を行うほか、若年層に向

けてわかりやすいように、イラストなどを

利用しデート DV に関するパネル展

示や啓発を実施する。 

44 
関係機関（者）への研

修の実施 

民生委員、児童委員、人権擁護

委員、教員等の関係機関（者）へ

の DV研修の実施。 

市
長
室 

新
規 

中
期 

平成 30 年度、直接的な研修等は未実施。 C B 

民生児童委員、人権擁護委員、教

員等の関係機関へ向けた DV 研修

の実施について検討を行う。 

45 
女性総合相談体制の

整備 

女性の総合相談体制の構築を図

り、DV 相談をはじめとして女性が

ワンストップで相談でき、適切な部

署や関係機関、民間支援団体に

つなぐことのできる体制を整備す

る。 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

平成 29 年度に女性総合相談の部署が市長室

に移管した。庁内でも周知が進んだほか、事業を

通じ民間団体と定期的に連絡調整を行った。 

A B 

女性に関しての新規事業を開始し、

昨年に引き続き関係機関や民間団

体との連携の強化を図る。 
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46 
相談業務に関する関係

機関、専門家との連携 

DV に関する相談について、関係

部署や関係機関、専門家等と連

携し、迅速な対応が実施できるよ

う充実を図る。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

ＤＶ等の相談支援について年間 2 回スーパーバ

イズを実施し、具体的事例の検証を通して支援

体制の強化を図った。 

B B 

ＤＶ等の相談支援について年間４

回程度多角的な視点でスーパーバイ

ズを実施し、具体的事例の検証を通

して支援体制の強化を図る。 

47 夜間相談窓口の実施 

開庁時間に相談できない人のた

めに夜間の時間帯に外部専門相

談員による相談窓口を実施する。 

子
育
て
支
援
課 

拡
充 

単
年
度 

平成 29 年度で事業終了。 － A 

平成 30(2018)年度の駅高架下に

開設される女性相談等への吸収・発

展的解消により事業終了。 

48 
市職員向け DV 対応マ

ニュアルの作成 

DV に関する市職員向け対応マニ

ュアルを作成し、全職員に対応方

法等の周知理解を図る。 

市
長
室 

新
規 

中
期 

各市の取り組みについて情報収集を行い、作成・

運用に関してのスケジュールを組んだ。 
A B 

令和元年度中にＤＶ対応マニュアル

の作成を行う。各市の取り組みについ

て情報収集を実施する。 

49 
男性の DV 被害者への

相談体制の検討 

DV被害者支援は、被害者を女性

に限定した支援策が一般的である

が、今後、男性被害者への相談

支援方法を検討する。 

市
長
室 

検
討 

長
期 

ＤＶ被害を受けた男性の相談支援は福祉総合

相談係で実施しつつ、対応方法等を共有し進行

した。 

    

引き続き、ＤＶ被害を受けた男性の

相談支援は福祉総合相談係で実

施しつつ、対応方法等を共有し進行

する。 

50 

配偶者暴力相談支援

センター機能の設置検

討 

配偶者暴力相談支援センター機

能の設置について検討する。 

市
長
室 

検
討 

中
期 

配偶者暴力相談支援センター機能の設置につい

て、東京都と協議している。他市の例の調査等に

より、導入するかどうか検討をしていく。 

B B 

引き続き、配偶者暴力相談支援セ

ンター機能の設置について、他市の

例の調査等により、導入するかどうか

検討をしていく。 
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51 

女性等緊急一時保護

施設の確保と一時保護

支援 

暴力を受け、身体等の安全を確

保する必要がある女性等に対し

て、保護施設を確保し、一時的に

宿泊施設等に保護するための支

援をする。 

市
長
室 

検
討 

単
年
度 

対応ケース 1 件 

保護施設の確保や保護の支援、その後の自立支

援を含めて実施している。緊急対応時、利用しや

すいような事業立案をした。 

A A 

保護施設の確保やその支援、利用

にあたっての課題を整理し、警察や

東京都との連携を含め実施予定。

新規事業にて、宿泊先の提供をして

いくとともに広域事業であることも提案

していく。 

52 

(83) 

被害者情報及び支援

情報の保護 

DV やストーカー行為等の被害者

情報や支援情報を住民票の閲覧

制限等により全庁的に保護し、被

害者の安全を確保する｡ 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

関係部署と連携して、DV やストーカー行為等の

被害者の保護に努める。マイナンバー制度による

庁内連携のあり方を検討し、周知したが、共有に

ついてシステム上の取り扱いに課題が残った。 

B B 

引き続き、関係部署と連携して、DV

やストーカー行為等の被害者の保護

に努める。DV 等被害者の個人情報

保護に関する庁内連携の方法を確

定し、共有する。 

市
民
課 

139 人についてＤＶやストーカー行為等の被害

者情報や支援情報の住民票の閲覧制限を行っ

た。 

A A 
平成 30 年同様、被害者の方々に

ついて確実に支援していきたい。 

53 

加害者からの追及を免

れるための被害者情報

保護を目的とした庁内

連携体制の構築 

被害者に対する加害者の追及が

巧妙化しており、被害者の居所情

報が漏洩しないよう庁内連携を強

化する。また加害者来庁時の被

害者と市職員の安全を確保する。 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

ＤＶ・ストーカー被害者等について、市民課と情

報共有し窓口へ適切につなぐ。具体的な対応方

法について、男女平等参画兼ドメスティック・バイオ

レンス対策推進連絡会等を通して意識啓発が十

分ではなかった。 

B B 

ＤＶ・ストーカー被害者等について、

市民課と情報共有し窓口へ適切に

つなぐ。男女平等参画兼ドメスティッ

ク・バイオレンス対策推進連絡会等を

通して意識啓発をする他、具体的な

対応について協議する場を設ける。 
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54 

被害者の個別の状況

に合わせた支援施策の

実施 

被害者の個別の状況に合わせ、

相談員による同行支援等を通し

て自立に向けた支援を実施する。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

個別の状況に合わせ、庁内外の団体等と連携を

強化して対応した。 
A A 

引き続き対象者の状況に合わせ、庁

内外の支援者と連携をして、自立支

援を実施する。 

55 
被害者の精神的なケア

の実施と機関連携 

被害者の心理的な支援として、カ

ウンセリングの実施や医療機関の

情報提供及び連携等を図る。 

市
長
室 

拡
充 

中
期 

保健所等と連携をし、医療機関の情報提供を行

い、同行受診等の支援を行った。 
A A 

被害者に保健所等と連携をし、医療

機関の情報提供を行い、同行受診

等の支援を行う。 

56 
子どもの自立支援施策

の充実 

DV の目撃等は児童虐待であり、

関係機関とも連携し、心のケアや

自立に向けた支援を実施する。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

DV 支援を行う際、子どもがいる場合は速やかに

子ども家庭支援センターと情報共有をし、子どもへ

の適切な支援が実施できるように、配慮した。 

A A 

ケース会議、要保護児童対策地域

協議会等を通じて、子育て支援課

等と連携し、児童の適切な養育環

境を考えた支援を行う。 

教
育
指
導
支
援
課 

定例の校長会・副校長会における情報提供、各

校における校内研修をとおして、早期発見・対応

や関係機関との連携に係る教員の資質向上を図

った。 

A A 

引き続き、児童・生徒の心のケアを進

める。 

初任者教員研修において、子ども家

庭支援センターを招聘し児童虐待対

応の研修を実施する。 

福
祉
総
務
課 

DV 支援を行う際、子どもがいる場合は速やかに

子ども家庭支援センターと情報共有をし、子どもへ

の適切な支援が実施できるように、配慮した。 

A A 

子ども家庭支援センターをはじめ子

育て支援係等と情報等共有をし、世

帯内の児童へ適切な支援がなされる

ように配慮する。 
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57 
弁護士による法律相談

の実施 

保護命令や離婚、養育費、面会

交流等の法律的な問題につい

て、市の無料法律相談や法テラ

ス等の外部機関の情報提供を行

う。 

ま
ち
の
振
興
課 

拡
充 

単
年
度 

弁護士による相談は、女性だけを対象とした女性

の法律相談を含めて 311 件であった。 
A A 

引き続き、第 1・第 3 水曜の午前中

と第 2・第 4 水曜の午前・午後、女

性のための法律相談として第 3 金曜

の午前中に実施していく。 

子
育
て
支
援
課 

養育費・面会交流に関する市民向け研修を実

施。外部法律相談等の情報提供はパラソル、法

テラス等を中心に個別に対応している。 

A A 

引き続き、養育費・面会交流の個別

相談等を実施し、必要な方に外部

法律相談等を紹介していく。 

58 

就労支援による経済的

な自立にむけた支援の

実施 

ハローワーク等と連携した出張相

談窓口の実施や、カウンセラーに

よる職業相談等を行う。 

子
育
て
支
援
課 

拡
充 

単
年
度 

就労相談窓口として、月に 1 度開催の出張ハロ

ーワーク等を紹介。延べ開催回数 13 回，相談

人数 25 名。 

A A 

事業の継続。本出張ハローワークで

相談後、ハローワーク立川につながり

具体的就労に結び付くよう支援を継

続中。 

59 

ひとり親家庭の自立の

ための支援サービスや

貸付等の実施 

ひとり親家庭に対し、資格取得時

の生活費、住宅費、ホームヘルプ

サービス、その他自立に必要な資

金の貸付・給付等を実施する。 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

実施継続中。 A A 

実施継続。自立に向けた支援の継

続と共に利用しやすさ等の改良につ

いては係内で協議・検討する。 
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60 

配偶者等暴力被害者

支援庁内連絡会の開

催 

被害者に対する迅速かつ適切な

対応を行うため、関係部署の連携

及び必要な情報の共有を行う。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

ケース対応を通して、各関連機関とケースカンファ

レンスを行い適宜共有し迅速な対応に努めたほ

か、男女平等兼ドメスティック・バイオレンス対策推

進連絡会を年 1 回開催したが、より DV 対応の

詳細な連携の場が必要であった。 

B A 

引き続き、ケース対応を通して、各関

連機関とケースカンファレンスを行い適

宜共有し迅速な対応に努めるほか、

業務の理解を深めるため、男女平等

兼ドメスティック・バイオレンス対策推

進連絡会に部会を設置し、より具体

的な対応等を協議する。 

61 関係機関との連携強化 

暴力で緊急避難してきた女性等

への支援を充実させるため、配偶

者暴力相談支援センター、警察

署、児童相談所、保健所、病院、

民生委員等と情報交換を始めと

するネットワークづくりを行う｡ 

市
長
室 

拡
充 

中
期 

婦人相談員連絡会や DV 支援に関する警察が

主催する会議に出席し、支援に対する最新の情

報を得るほか、地域における密な連携支援体制

の構築を図った。 

A A 

引き続き各機関の連絡会に出席し、

支援に対する最新の情報を得るほ

か、警察との連携等顔の見える関係

作りに努め、地域における密な連携

支援体制の構築を図る。 

62 
危機管理マニュアルの

整備 

DV 加害者への対応等を含め、危

機管理マニュアルを整備する。 

総
務
課 

新
規 

長
期 

平成 30 年度未実施。     
作成に向け関係各課に調査調整し

ていく。 

63 
DV対応マニュアルに沿

った訓練の実施 

DV 対応マニュアルをもとに、庁内

で加害者からの追及に対応する

ための訓練をシミュレーションを交

えて実施する。 

市
長
室 

新
規 

中
期 

平成 30 年度未実施。 C B 

ＤＶ対応マニュアル作成と合わせて、

訓練実施に向けた検討を行うため他

市での取組み等の情報収集を行う。 
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64 
関係各課への DV 担当

の配置 

各課に DV 担当を配置し、被害者

支援や加害者対応に関する情報

共有や連携体制を構築する。 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

国立市男女平等参画兼ドメスティック・バイオレン

ス対策推進員を設置しているが、DV に特化した

実務的な会議等は実施できなかった。 

B B 

国立市男女平等参画兼ドメスティッ

ク・バイオレンス対策推進連絡会にお

いてＤＶに特化した部会を設置し、

庁内連携について共有する場を設け

る。 

65 安全対策の強化 

相談室の場所や出入口における

安全面を配慮するとともに、非常

ベル整備等の対策を行う。 

総
務
課 

拡
充 

長
期 

福祉相談室に防犯ブザー5 台、福祉総務課に防

犯ブザー3 台を設置した。（平成 30 年度、オン

ブズマン事務局に防犯ブザーを設置した） 

    平成 30 年度実施完了。 

66 民間支援団体との連携 

DV 支援に取り組んでいる民間の

支援団体と定期的な連絡会を行

うなどの連携を図る。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

夜間・休日女性相談、くにたち男女平等参画ステ

ーション事業の委託先と定期的な連絡・連携を図

った。 

A A 
相談支援を通して、支援者等の情

報共有を図る。 

67 
施策の推進に関する調

査・研究 

DV 関連の新たな課題について調

査研究を行い、施策へ反映させ

る。 

市
長
室 

新
規 

長
期 

情報提供ネットワークシステムの導入に関する対

策を講じたが、DV 等被害者の情報共有に関して

課題が残った。調整を行ってきたが、導入には至ら

なかった。 

    

個人情報保護や、地域での女性施

策に関する課題について庁内関係各

課とともに調査研究を行っていく。個

人情報の取り扱いに関して、庁内で

意識統一を図る。 
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■ 基本目標２ - 課題（２） 国籍やしょうがい等の複合的な要因により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な

性
の
配
慮
度
評
価 

 令和元(2019)年度事業予定 

68 複合差別の実態把握 

複合的な要因により困難が生じて

いる事案を把握し、支援につなげ

るために必要な施策を検討する。 

市
長
室 

新
規 

中
期 

平成 30 年 4 月施行の「国立市女性と男性及

び多様な性の平等参画を推進する条例」に基づ

き男女平等推進市民委員会を設置し、「国立市

第５次男女平等・男女共同参画推進計画」の

中間評価を諮問した。中間評価を行ううえで平成

31 年度実施予定の市民意識調査の中で、複

合差別の実態把握に努める。平成 30 年度は年

1 回開催。 

B A 

引き続き、国立市男女平等推進市

民委員会において、「国立市第５次

男女平等・男女共同参画推進計

画」中間評価のための市民意識調

査の内容を検討し、複合差別の実

態の把握に努める。令和元年度は

年８回開催予定。実態調査の結果

を踏まえ、関係各課と共に支援のた

めに必要な施策について検討を行

う。 

69 
しょうがいしゃの複合的

な困難への配慮 

しょうがいのある女性等が複合的

な要因により困難な状況に置かれ

る場合には適切な配慮を行う。 

し
ょ
う
が
い
し
ゃ
支
援
課 

拡
充 

中
期 

自立支援協議会における当事者部会において、

協議・研修を実施。違ったしょうがいのある人が集

まり、地域で暮らして感じることや、安心して暮らせ

る地域について話し合った。差別解消や必要な配

慮についての協議を継続。複合差別については議

題にはならなかった。 

B A 

自立支援協議会当事者部会におい

て、差別解消・合理的配慮等につい

て、国立市役所職員を対象とした研

修開催の準備を行う。 
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70 
外国人市民の複合的

な困難への配慮 

言語や文化等、外国人市民の複

合的な課題を把握し、支援に向け

た施策を検討、実施する。 

公
民
館 

拡
充 

中
期 

外国にルーツを持つ方と日本語ボランティアを対象

に、生活に関する情報提供や地域とのつながりの

創出を目的とした「にほんごサロン」を実施。全 12

回、参加者延べ 183 人。 

A A 
継続して「にほんごサロン」を実施して

いく。 

ま
ち
の
振
興
課 

やさしい日本語ワークショップの開催 参加者数

32 名 

外国人おもてなし語学ボランティア育成講座の開

催 参加者数 28 名 

A A 

外国籍市民と市職員の懇談会及び

外国人おもてなし語学ボランティア育

成講座を開催する。 

71 女性相談・支援の実施 

支援が必要な女性に対して総合

的に相談支援を行い、自立に向

けたエンパワーメントを促す。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

女性の現状をアセスメントし、医療や住宅、就労

等の必要な支援を行うことで、その方に合った自

立支援を実施した。 

A A 

女性に対しての個別的な自立支援

の他、くにたち男女平等参画ステーシ

ョンや女性団体と連携し、地域での

自立に向けた体制を構築する。 

72 
福祉総合相談窓口事

業の実施 

複合的な課題を持つ相談に対応

し、適切な部署や機関につなぎ、

支援を図る。 

福
祉
総
務
課 

拡
充 

単
年
度 

新規相談件数 102 件、うち女性からの相談は

59 件。（うち継続支援中 27 件）。課題解決

に向けて、関係部署と連携し支援を図った。 

A A 
課題解決に向けて関係部署とさらに

連携し、支援を図っていく。 

子
育
て
支
援
課 

定期連絡会、個別ケース会議、担当者間の連絡

調整等にて連携の強化を図った。 
A A 

「ふくふく窓口」主催の進行管理会議

等を通じ、関係部署と具体的連携を

図る。 
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73 
相談･生活資金貸付事

業の実施 

母子・父子家庭が抱える悩みを解

決するための相談･生活資金貸付

事業を充実し、生活の安定と向上

を図る｡ 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

福祉貸付等の制度を活用し支援を行った。 母

子・父子福祉資金貸付状況 15 件 

女性福祉資金貸付状況 ０件 

A A 
実施継続中。返納時の家計状況に

も留意し、貸付プランを策定。 

福
祉
総
務
課 

生計維持が困難になった世帯に対し、貸付相談

につなぎ、自立の援助を行った。 
A A 

貸付を受けることで自立が見込まれ

る世帯を、適切な相談先につないで

いく。 

74 
医療費助成事業の推

進 

ひとり親家庭の保健向上のため、

医療費の助成事業を継続する。 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

医療助成の継続と健康の相談と合わせ、保健の

向上に努めた。 
A A 

実施継続中。改善を要する事項につ

いては係内で継続的に協議・改善を

行う。 

75 

ひとり親家庭の自立の

ための支援サービスの

実施 

ひとり親家庭の方に対し、住宅費

の一部の助成やホームヘルプサ

ービス等を実施し、自立に向けた

支援を実施する。 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

ひとり親家庭住宅費助成世帯数 25 世帯、助成

延べ月数 208 ヶ月 ひとり親家庭ホームヘルプサ

ービス派遣世帯数 14 世帯、派遣延べ回数

348 回、派遣延時間数 868 時間 

A A 

実施継続中。ホームヘルプサービス

事業所と連携を図り、利用者の利便

性を図った。 

76 

母子及び父子福祉資

金、女性福祉資金の貸

付の実施 

ひとり親の方や女性が経済的に自

立するために必要な資金の貸付

を行う。 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

母子・父子福祉資金貸付件数 15 件 

女性福祉資金貸付件数  0 件 
A A 

実施継続中。返納時の家計状況に

も留意し、貸付プランを策定。 
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77 

母子家庭自立支援教

育訓練給付事業の利

用促進 

母子家庭で就業意欲のある母親

を対象に、技能や能力を高めるた

めの教育訓練を支援する。 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

本事業の制度設計については、ハローワークの雇

用保険事業と紐づいており、制度間の調整を要

する。 

申請件数 ３件  受給件数 ２件 

A A 
他分野、他制度の動向を注視しつ

つ、整合性を図る。 

78 
生活困窮者自立支援

事業の実施 

生活に困窮する女性等に対し、住

居確保給付金や就労支援、家計

相談等により自立支援を行う。 

福
祉
総
務
課 

拡
充 

単
年
度 

新規相談件数 231 件、うち女性からの相談は

124 件（継続支援中 79 件） 

住居確保給付金利用件数 17 件、うち 7 件が

女性。レンタルスーツの女性利用者 5 名、2 名と

も就職が決まる。 

A A 

関係機関等と連携し、生活に困窮さ

れている方を早期発見することで、住

居確保給付金や就労支援、就労準

備支援事業、家計相談支援事業

等を活用し、自立に向けた支援を行

う。 

79 
支援を要する生活困窮

者の早期発見 

税の滞納者に支援を要する生活

困窮者を発見した場合、適切な

部署と連携を行い、支援につなげ

る。 

収
納
課 

新
規 

単
年
度 

納税相談において生活困窮していると判断した場

合は、「ふくふく窓口」等につないでいる。(平成 30

年度実績：59 件) 

A A 
今後も、「ふくふく窓口」等と連携し、

支援につなげる。 

福
祉
総
務
課 

税滞納があり返済に困っている市民をつなげてもら

い、早期発見につながった。収納課と連携を図り、

対応した件数 16 件、うち女性の件数は 6 件。 

A A 

税金の滞納が膨れあがる前の早期の

段階で、福祉総合相談窓口につな

いでもらい、関係機関と連携し、家計

管理の健全化を図っていく。 
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80 

(16) 

企業等への女性の就

職促進の働きかけ 

女性の就職を促進するため、誘

致企業等との関係性を基に市内

企業等に対して個別に働きかけを

行う。また、公共調達に参加する

企業等に対し、女性の積極的な

活用を勧奨していく方法につい

て、調査検討する。 

市
長
室 

新
規 

中
期 

平成 30 年 5 月開設のくにたち男女平等参画ス

テーションにて、専門相談「みらいのたね」相談を月

１回実施し、仕事に関する相談をキャリアカウンセ

ラーが受け付けた。計 14 件の相談を受け付け

た。 

B A 

くにたち男女平等参画ステーションに

て、専門相談「みらいのたね」相談を

月１回実施し、仕事に関する相談を

キャリアカウンセラーが継続して受け付

ける。また、企業誘致担当と連携し、

市内企業等に個別に働きかけを行う

とともに、総務課とも連携協力しなが

ら公共調達に参加する企業等に対

する女性の積極的活用を促すための

有効な手法につき、引き続き調査検

討していく。 

総
務
課 

総合評価方式における男女共同参画に関する

評価について 26 市の実施状況を調査した。 
A A 

女性の積極的な活用を勧奨していく

契約制度について、他自治体の動

向を調査していく。 

ま
ち
の
振
興
課 

東京都等から来る「企業等への女性の就職促進

の働きかけ」に関するチラシなどを積極的に庁舎や

関連施設に設置した。 

A A 

東京都等から来る「企業等への女性

の就職促進の働きかけ」に関するチラ

シなどを積極的に庁舎や関連施設に

設置していく。 
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■ 基本目標２ - 課題（３） 男女平等を阻害する要因の解消 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な

性
の
配
慮
度
評
価 

 令和元(2019)年度事業予定 

81 

セクシュアル・ハラスメ

ント等に関するセミナー

や講演会情報の提供 

市民や事業者に対してセクシュア

ル・ハラスメントに関するセミナー

や講演会の情報をチラシやパンフ

レット等で周知する。 

ま
ち
の
振
興
課 

継
続 

単
年
度 

東京都などから来る「セクシュアル・ハラスメント等に

関するセミナーや講演会情報の提供」に関するチ

ラシなどを積極的に庁舎や関連施設に設置した。 

A A 

東京都などから来る「セクシュアル・ハ

ラスメント等に関するセミナーや講演

会情報の提供」に関するチラシなどを

積極的に庁舎や関連施設に設置し

ていく。 

82 

セクシュアル・ハラスメ

ント等の相談機関の紹

介 

セクシュアル・ハラスメント等の相

談窓口について、必要な情報提

供を行う。 

ま
ち
の
振
興
課 

継
続 

単
年
度 

東京都などから来る「セクシュアル・ハラスメント等の

相談機関の紹介」に関するチラシなどを積極的に

庁舎や関連施設に設置した。 

A A 

東京都などから来る「セクシュアル・ハ

ラスメント等の相談機関の紹介」に関

するチラシなどを積極的に庁舎や関

連施設に設置していく。 

市
長
室 

セクシュアル・ハラスメントに関連するチラシ・パンフ

レット等の配布・配架を行ったほか、くにたち男女

平等参画ステーションにて相談を受け付けた。 

A B 

引き続きセクシュアル・ハラスメントに

関連するチラシ・パンフレット等の配架

のほか、くにたち男女平等参画ステー

ションにて相談を受け付けていく。 
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83 

(52) 

被害者情報及び支援

情報の保護 

DV やストーカー行為等の被害者

情報や支援情報を住民票の閲覧

制限等により全庁的に保護し、被

害者の安全を確保する｡ 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

関係部署と連携して、DV やストーカー行為等の

被害者の保護に努める。マイナンバー制度による

庁内連携のあり方を検討し、周知したが、共有に

ついてシステム上の取り扱いに課題が残った。 

B B 

引き続き、関係部署と連携して、DV

やストーカー行為等の被害者の保護

に努める。マイナンバー制度による庁

内連携のあり方を検討し、周知す

る。 

市
民
課 

139 人についてＤＶやストーカー行為等の被害

者情報や支援情報の住民票の閲覧制限を行っ

た。 

A A 
平成 30 年同様、被害者の方々に

ついて確実に支援していきたい。 

84 
ストーカー等の暴力被

害の相談機関との連携 

ストーカー等の暴力被害者の相談

に対し、警察と連携し、必要な情

報提供を行う。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

ストーカー等の被害があった際には状況に応じて

立川警察と情報共有する他、他市のストーカー等

担当所管と、所管警察との連絡会等において連

携のあり方を協議した。 

B B 

ストーカー等の被害があった際には状

況に応じて立川警察と情報共有する

他、他市のストーカー等担当所管と、

所管警察との連絡会を設け連携の

あり方を協議する。 
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■ 基本目標３ - 課題（１） 性の違いに配慮した健康支援 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な

性
の
配
慮
度
評
価 

 令和元(2019)年度事業予定 

85 
健康維持や疾病等の

予防施策の実施 

健康維持や疾病等の予防施策を

充実すると共に、健康、福祉や生

活に関する情報をわかりやすく提

供する｡ 

健
康
増
進
課 

拡
充 

単
年
度 

国立市健康づくり推進員を養成し、推進員による

様々な啓発活動を行った。こころの健康事業につ

いては職員を対象にゲートキーパー研修を行い、

職員（教職員含む）28 人の参加があった。また

平成 30 年度から教育委員会と連携のうえ小学

校高学年に対して「ＳＯＳの出し方教育」を実

施し、2 クラス 59 人の 4 年生が受講した。H28

改訂を行ったウォーキングマップ全 9 コースについて

は市内公共施設等に設置して配布し、ホームペ

ージ等でマップの存在を知った方に広く利用しても

らった。「いきいき百歳体操」を広めるためお試しの

講座を行い、継続して体操を実施する市内団体

は 9 グループとなった。この他、市内の団体等の要

望で健康に関する講話を保健師・栄養士が実施

した。また、事業所と連携し、講演会を行った。 

 

A A 平成 30(2018)年度と同様 
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86 
特定健康診査、がん検

診の受診率の向上 

生活習慣病やがんの早期発見の

ため、特定健康診査、各種がん

検診の受診率の向上を図る。ま

た、女性特有のがん検診の受診

率向上を図ると共に、骨粗しょう

症予防のための骨量測定を実施

する。 

健
康
増
進
課 

拡
充 

単
年
度 

平成 29 年度から大腸がん検診について特定健

診とセット受診を実施したことで、大腸がん検診全

体の受診率は大幅に増加した。このことにより精

密健診が必要となる人のフォロー（電話による精

検受診勧奨と案内）が増えている。同じく新規開

始した胃がんリスク検診についても継続して実施。

骨粗しょう症予防のための骨量測定は事業を終

了した。 

A A 

乳がん検診の受診率向上のため、女

性スタッフによる検診（車検診）を、

新規に１回土曜日に実施する。 

87 

(29) 

母子保健に関する相

談・訪問相談の実施 

母体と乳幼児の健康管理のため

に、母子相談を充実し、指導、助

言を行う｡また、親の育児能力を

育成することを主眼にし、育児相

談等を受ける｡ 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

平成 30 年 5 月から国立駅前市民プラザにおい

ても妊娠届の受領及びテレビ電話による面接を開

始 

・妊婦面接実施数(母子手帳交付時)518 人                       

・育児相談利用者数  

保健センター 12 回/年、1,319 人 

北市民プラザ 4 回/年、42 人 

A A 継続実施。 

88 

(30) 

母子保健に関する講

座・セミナーの実施 

母親となる女性だけでなく父親と

なる男性に対して、妊娠・出産へ

の理解や子育てについて講座等

を実施して積極的な参加を促す。 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

・ウェルカム赤ちゃん教室（妊娠・出産・育児につ

いての学習） 延べ 12 回/年、参加者延べ

336 人（内パートナーの参加は 132 人） 

A A 継続実施。 
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89 母子健康診査の実施 

妊娠・出産期から子どもの乳幼児

期を対象にした健康診査及び保

健指導を実施し、病気等の予防

や健康管理体制の充実を図る｡ 

子
育
て
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

・乳幼児健診の受診率  

乳健 98.8％、1.6 健 97.1％、3 健 93.9％ 

・産婦健診の受診者 570 人 

A A 継続実施。 

90 

薬物･性感染症に対す

る、正しい知識の普及

啓発の充実 

巧妙な誘いや安易な気持ちによ

る薬物使用、また性感染症に対し

て、ポスターや小冊子により正しい

知識を普及する｡ 

健
康
増
進
課 

継
続 

単
年
度 

東京都より委嘱された、薬物の乱用による弊害を

広く市民に周知することを目的に活動している指

導員 6 名及び薬物乱用防止啓発活動に熱意と

理解のある推進員１3 名による「東京都薬物乱

用防止推進国立地区協議会」の事務局として、

薬物乱用防止推進のための市民まつり等で啓発

活動等を行った。 

A A 平成 30(2018)年度と同様。 

91 
性に関する相談窓口の

充実 

学校教育における児童・生徒に対

して相談しやすい環境を整えると

共に、スクールカウンセラーによる

相談や保健室の機能、子どもホー

ムページなどを活用し、適切な支

援を行っていく。また、市民からの

性に関する相談に対しても適切に

対応していく。 

教
育
指
導
支
援
課 

継
続 

単
年
度 

スクールカウンセラーによる小学校 5 年生、中学

校 1 年生の全員面接、各種相談窓口の紹介な

ど、相談機関の周知や相談しやすい環境整備を

進めた。 

B B 
引き続き、児童・生徒が相談しやす

い環境整備を進める。 

子
育
て
支
援
課 

具体的な性に関する相談はなかった。 B A 
性に関する相談については今後も適

切に対応していく。 

健
康
増
進
課 

具体的な性に関する相談はなかった。 B B 
性に関する相談については今後も適

切に対応していく。 
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■ 基本目標３ - 課題（２） LGBT（セクシュアル・マイノリティ）の人々への支援 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な

性
の
配
慮
度
評
価 

 令和元(2019)年度事業予定 

92 

(2) 

(39) 

男女平等・男女共同参

画を推進するための講

座の実施 

男女平等・男女共同参画を推進

するためにセミナー等による意識

啓発に努めるとともに、参加を促

す工夫やアンケート等による効果

測定を行う。 

公
民
館 

拡
充 

単
年
度 

①生活のための日本語講座（５月～３月まで

年間を通して実施）②女性の生きかたを考える

講座（全 12 回）を保育付で実施。保育利用

者は①11 名②9 名 

B B 

年間を通して、保育を必要とする公

民館主催事業において保育活動を

行う。より参加者や保育利用者が増

えるよう広報活動も工夫をしていく。 

93 

(3) 

(40) 

男女平等・男女共同参

画を推進するための情

報の提供 

男女平等・男女共同参画に関す

る資料を収集し、市報、ホームペ

ージ、パンフレット等を活用して広

く市民に情報を提供する｡ 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

男女平等啓発イベントの情報等を市ホームページ

及び市ツイッターで発信した。併せて、都主催のイ

ベント（女性の人権ホットライン等）を市報に掲

載、近隣他市のイベントのチラシ・ポスターを市役

所に掲示、配架を行った。またくにたち男女平等

参画ステーションにて、講座やパネル展示、情報

誌、SNS を利用した発信を行った。 

A A 

くにたち男女平等参画ステーションと

連携し、市のイベント及び近隣他市

や関連団体のイベント等について、市

民目線で多様なツールを活用し、情

報発信を行っていく。 

生
涯
学
習
課 

東京都等発行のパンフレットやポスター等につい

て、生涯学習課、芸小ホール、総合体育館、郷

土文化館にて設置、掲示を行った。 

B B 

引き続き、東京都等発行のパンフレッ

トやポスター等について、生涯学習

課、芸小ホール、総合体育館、郷土

文化館にて設置、掲示を行う。 
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公
民
館 

市内で開催される市関連の男女平等啓発イベン

トのチラシ・ポスターを館内に掲示、配架を行った。

また平成 30 年度からは、Twitter やくにたちメー

ルを活用して、より広く市民に情報を提供するよう

にした。 

A A 
引き続き、市関連の市内イベントにつ

いて、情報発信を行っていく。 

図
書
館 

市内で開催される市関連の男女平等啓発イベン

トのチラシ・ポスターを館内に掲示、配架を行った。

男女平等・男女共同参画に関する図書を購入

し、市民に貸出等を行った。 

A A 

引き続き、市関連の市内イベントにつ

いて、情報発信を行っていく。男女平

等・男女共同参画に関連した図書を

購入し、市民に貸出等を通じて情報

提供に努める。 

94 
LGBT を理解するため

の研修の実施 

LGBT を理解し、業務において配

慮を行えるよう研修を実施する。 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

市職員・市議会議員・教職員等を対象とした

LGBT 研修（講師：原ミナ汰氏）を職員課と

共に年 1 回実施、LGBT に関する知識を得るた

めの機会とした（28 名参加）。また、平成 30

年度については、学校現場における浸透を図るた

め、市内公立小中学校の教員も当該研修の対

象としている。 

B A 

市職員・市議会議員・教職員を対

象とした LGBT 研修を年 1 回以上

実施する。また、新しく、既に LGBT

研修を受講した職員を対象としたア

ドバンス研修の実施を検討する。 

95 
LGBT に関する理解に

ついてグッズにより周知 

LGBT の方が市のサービスを受け

やすいように、LGBT の研修を修

了した市職員は性的マイノリティを

表現するレインボーをモチーフとし

たバッジを身につける。 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

平成 26 年度から継続して、市職員・市議会議

員・教職員等を対象とした LGBT 研修を実施。

受講した職員等に対して、市オリジナルの LGBT

バッジを配布し、業務等において着用するよう周

知を行った。 

A A 

引き続き、市職員・市議会議員・教

職員を対象とした LGBT 研修を実

施予定。受講した職員等に LGBT

バッジを配布し、業務時等における着

用等を通じて周知に努める。 
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96 
LGBT の方が直面する

課題の調査・検討 

多様な性のあり方に対して、LGBT

の方が抱える課題とニーズを把握

し、相談窓口の設置等も含めて検

討する。 

市
長
室 

検
討 

中
期 

｢東京レインボープライド 2018｣（平成 30 年 5

月 5 日～6 日）に市としてブース出展を行い、

LGBT の方々が暮らしやすいまちづくりのため必要

となる施策を検討するための当事者の意識調査

を実施した。また、多様な性に関する職員指針の

検討にあたって、市内在住の LGBT 当事者等に

アドバイザーを依頼し、適宜当事者の視点を取り

入れるよう努めた。くにたち男女平等参画ステーシ

ョンでは SOGI 相談を実施した。 

A A 

引き続き、性の多様性を訴えるイベン

ト「東京レインボープライド 2020」に

市としてブース出展を行い、LGBT 当

事者の意見を広く募るためのアンケー

トを実施していく。また、くにたち男女

平等参画ステーションでは、ＳＯＧ

Ｉ相談に関して相談が多かったた

め、月１回の相談日を２回に増やし

実施している。 
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■ 基本目標４ - 課題（１） 計画の推進体制の強化 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な

性
の
配
慮
度
評
価 

令和元(2019)年度事業予定 

97 
本計画の点検・評価と

執行管理 

毎年、所管課が計画の進捗状況

の自己点検を行い、評価シートを

記入する。また、男女平等推進会

議が評価シートをもとに計画の執

行管理を行う。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

推進計画の進捗状況を把握するため、施策ごと

に所管課による自己評価を実施するとともに、男

女平等推進会議にて課題ごとの評価を実施し

た。評価結果については、平成 29 年度推進状

況調査報告書として取りまとめ、市ホームページ等

に掲載した。 

B A 

平成 28 年度から平成 35 年度の

計画期間において、毎年度、関係各

課による施策ごとの評価及び男女平

等推進会議による課題ごとの評価を

実施していく。 

98 
男女平等推進会議の

機能強化 

計画達成に問題が生じた場合、

計画事業、計画目標、計画期間

等の変更を提案できる。 

市
長
室 

拡
充 

中
期 

国立市男女平等推進会議を年 2 回（10 月・2

月）開催して、主要な男女平等推進施策につい

て検討を行った。会議の結果、平成 30 年度は

計画変更を実施していない。 

A A 

計画変更の必要が生じた際は、関

係機関と調整の上、変更を提案す

る。 

99 
男女平等・男女共同参

画推進担当の配置 

計画事業点検や庁内調整等を行

うため、男女平等・男女共同参画

を推進する担当者（DV 担当兼

務）を各課に配置する。 

市
長
室 

新
規 

中
期 

平成 28 年度に任命した国立市男女平等参画

兼ドメスティック・バイオレンス対策推進員を各課 1

名以上配置し、年 1 回（7 月）連絡会を開催

することにより、職員の男女平等意識の向上の機

会とした。また DV の対応の件に関しては、部会を

設けられるような組織体にしている。 

A A 

平成 30 年度に任命した推進員は

原則として継続を依頼し、推進員の

異動があった部署については新たに

推進員を任命する。引き続き、国立

市男女平等参画兼ドメスティック・バ

イオレンス対策推進連絡会を年 2

回開催する他、DV に特化した部会

にて課題や解決策を共有する。 
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100 
男女平等推進市民委

員会の設置 

市民と有識者からなる委員会を

定期的に実施し、本計画の進捗

状況の点検・評価及び計画の見

直しを行う。 

市
長
室 

継
続 

中
期 

学識経験者５名・公募市民５名からなる「国立

市男女平等推進市民委員会」を設置している。

計画の中間年度及び最終年度に、男女平等推

進市民委員会による点検・評価を実施する。 

B A 

推進計画の中間年度となる令和元

年度に、国立市男女平等推進市民

委員会による点検・評価を実施予定

である。 

101 

男女平等・男女共同参

画に関する実態と意識

の調査 

市民の実態と意識を調査し、男女

平等・男女共同参画施策を効果

的に推進する｡ 

市
長
室 

継
続 

中
期 

｢東京レインボープライド 2018｣に市としてブース

出展（平成 30 年 5 月 5 日～6 日）を行い、

LGBT の方々が暮らしやすいまちづくりのため必要

となる施策を検討するための当事者を含む来場

者の意識調査を実施した。 

A A 

本推進計画の中間年度となる令和

元年度に、男女平等を含む多様な

性と人権に関する市民意識調査を

実施予定である。また、引き続きイベ

ント開催等にアンケートを実施し、市

民の意見の反映に努める。 

102 

(仮称)男女平等・男女

共同参画推進条例の

制定 

男女平等と共同参画社会の実現

に向けて、（仮称）男女平等・男女

共同参画推進条例を制定する｡ 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を

推進する条例」を平成 30 年 4 月に施行した。 
A A 

「国立市女性と男性及び多様な性

の平等参画を推進する条例」を制定

したため事業は終了した。引き続き、

条例の周知に重点を置き活動を行

う。 

103 

(仮称)男女平等・男女

共同参画推進センター

機能の検討 

男女平等・男女共同参画施策推

進の拠点としての（仮称）男女平

等・男女共同参画推進センター

機能の検討を行う。 

市
長
室 

検
討 

中
期 

平成 30 年度中に男女平等参画推進センター

機能（くにたち男女平等参画ステーション）の設

置を行った。 

A A 

平成 30 年 5 月開設のくにたち男女

平等参画ステーション事業の安定し

た運営をする。 
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■ 基本目標４ - 課題（２） 市職員の男女平等・男女共同参画の意識づくり 

施策 事業名 概要 
所
管
課 

区
分 

評
価
期
間 

平成 30(2018)年度事業実績 

達
成
度
評
価 

女
性
・男
性
・多
様
な

性
の
配
慮
度
評
価 

 令和元(2019)年度事業予定 

104 
市職員への本計画の

周知 

市職員一人ひとりが男女平等の

視点に立って業務に取り組むた

め、本計画を周知する。 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

関係各課に本推進計画の進捗状況の自己評価

を依頼するとともに、平成 29 年度推進状況調

査報告書を市ホームページ等に掲載した。また、

本推進計画の冊子を配布する等による周知を行

った。 

B B 

引き続き、関係各課に本推進計画

の自己評価を通じて周知を図る。ま

た、職員研修等を通じて、新入職員

を含めた庁内全体に本推進計画の

積極的な周知を行っていく。 

105 

市職員の男女平等の

視点による行政文書の

作成 

行政の文書等を男女平等の視点

で点検、確認し、「ガイドライン」を

作成し、指導する。 

市
長
室 

拡
充 

単
年
度 

LGBT を含む多様な性に関するガイドラインの策

定に向けアドバイザーを招き、関連部署と検討を

行った。 

C B 

LGBT を含む多様な性に関して、職

員及び教職員の理解を深めるための

ガイドラインの作成に向けて取り組

む。市民対応、広報・掲示物等に関

する表現方法、書類の性別記載欄

についても合わせて検討を行う。 

106 

市職員への男女平等・

男女共同参画研修の

充実 

市職員の男女平等・男女共同参

画意識の醸成を図るため、職員

研修を充実させる。 

職
員
課 

拡
充 

単
年
度 

これまで女性職員向けに実施していた「キャリアデ

ザイン研修」について、平成 30 年度からは男性

職員も対象とし、39 名が参加した。また、市長室

の主催で「LGBT 研修」（28 名参加）を実施し

た。 

B B 

引き続き職員の派遣及び同研修の

実施を行い、今後に向けて新たな研

修の導入を検討する。 
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107 

(1) 

男女平等・男女共同参

画に関する啓発事業の

全体調整 

男女平等・男女共同参画社会を

推進するためのセミナー等につい

て、各課の事業を把握し、全体調

整を行う。 

市
長
室 

新
規 

単
年
度 

推進計画の毎年の進捗状況調査を通じて、各課

が実施する事業を把握し、全体調整を行った。 
A A 

推進計画の進捗状況調査を毎年継

続して実施することにより、関係各課

の事業を把握し、全体調整を行って

いく。 

108 

男女平等・男女共同参

画視点による計画の策

定 

各課の計画策定の際、男女平

等・男女共同参画の視点で検討

を行う。 

市
長
室 

新
規 

長
期 

平成 30 年 4 月に「国立市女性と男性及び多

様な性の平等参画を推進する条例」を施行した。

今後は、条例の理念を周知し、各課の計画策

定、改定時に男女平等参画の視点での見直しを

依頼する。 

    

平成 30 年 4 月に「国立市女性と

男性及び多様な性の平等参画を推

進する条例」が施行されたため、条例

の理念を周知し、各課の計画策定、

改定時に男女平等参画の視点での

見直しを依頼する。 

109 

(11) 

誰もが働きやすく、管理

職を目指しやすい職場

づくり 

職場において多様な価値観を認

め合いながら、個人が過剰な負担

を感じることのないよう、ディーセン

トワーク、ワーク・ライフ・バランスを

実現する。 

職
員
課 

新
規 

中
期 

各課への時間外ヒヤリングやワーク・ライフ・バランス

デーの実施等により、働きやすい職場環境づくりに

取り組んでいる。 

平成 30 年度年次有給休暇取得率：37.1％ 

B A 

引き続き取組を進めるとともに、更な

る課題の発見に努め、現状で不足し

ている制度の新設等を検討する。 

110 

(23) 

市の男性職員の育児

休業取得の促進 

子の出生時における男性の休暇

取得促進のロールモデルとしての

役割も期待し、市の男性職員が

育児休業を取得しやすい環境を

整備する。 

職
員
課 

新
規 

単
年
度 

新規取得対象者 12 名のうち 2 名が育児休業

を取得し、取得率は約 16.7％であった。育児休

業の他、平成 27 年度に新設された男性取得で

きる出産関連休暇について、制度の周知及び個

別の声かけを行った。 

平成 30 年度男性職員の育児休業取得平均日

数 33.3 日 

B A 

引き続き制度の周知を行うとともに、

対象者への声かけなど、育児休業取

得促進に向けて更なる取り組みを行

う。 
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第６章 参考資料 

国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第８条） 

 第２章 基本的施策（第９条－第１６条） 

 第３章 推進体制（第１７条・第１８条） 

 第４章 雑則（第１９条） 

 付則 

 

 我が国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約」を批准し、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）を制定するなど、男女平等の実現に向けて、国際社

会と連動しながら様々な取組がなされてきた。 

 本市においては、昭和６０年に婦人問題に関する初の計画となる「国立市婦人問題行動計画」を策定し、その後、名称を「国立

市男女平等推進計画」へと変更し、男女平等に関する施策を総合的かつ計画的に進めてきた。さらに、まちづくりの基本理念とし

て「人間を大切にする」を掲げ、全ての人を孤立や排除から援護し、社会の一員として包み支え合う地域社会の実現を目指してい

る。 

 しかしながら、固定的な性別役割分担意識やそれに基づく社会慣行、性別を理由とした人権侵害や暴力は今なお根強く存在し

ており、女性と男性の間の格差解消に至るには多くの課題が存在している。また、性的指向や性自認等を理由とする差別や偏見

等の課題もあり、より一層の取組が必要とされている。 
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 よって、全ての人が性別の壁を越えて、互いの人権を尊重し合い、あらゆる分野において個性と能力を十分に発揮し、自分らしく

生きることができる社会を築くため、市、市民、教育関係者及び事業者等が一体となって男女平等参画社会を実現することを決

意し、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目 的） 

第 １ 条 この条例は、男女平等参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民、教育関係者及び事業者等の責務を明らかに

し、並びに市の施策の基本的事項等を定めることにより、市の男女平等参画に係る施策の総合的かつ計画的な推進を図り、も

って全ての人が、性別等を理由とした人権侵害や暴力を受けることなく、その個性と能力を十分に発揮して自分らしく生きること

ができる社会を実現することを目的とする。 

（用語の意味） 

第 ２ 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女平等参画 全ての人が、性別、性的指向、性自認等にかかわりなく個人として尊重され、その個性と能力を発揮し、社

会のあらゆる分野における活動に参画することをいう。 

(２) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、市内で学ぶ者その他市内で活動をする者をいう。 

(３) 教育関係者 市内において学校教育、社会教育その他のあらゆる教育に携わる個人及び法人その他の団体をいう。 

(４) 事業者等 営利又は非営利にかかわらず、市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

(５) 性的指向 異性を対象とする異性愛、同性を対象とする同性愛、男女両方を対象とする両性愛、いずれも対象としない無

性愛等の人の恋愛や性愛がどのような性を対象とするかを示す概念をいう。 

(６) 性自認  自分が女性又は男性であるか、その中間であるか、そのどちらでもないか、流動的であるか等の自らの性に対する

自己認識をいう。 
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(７) 複合差別 性別に起因した困難を抱えていることに加えて、しょうがいがあること、外国にルーツを持っていること等、複合的

な困難を抱えている状況に置かれることにより生じる差別をいう。 

(８) ドメスティック・バイオレンス等  配偶者、交際相手、パートナー等の親密な関係にある者又は親密な関係にあった者からの

身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な暴力及び特定の人に対して行うつきまとい行為をいう。 

(９) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動等によって、相手や周囲の者に不快感若しくは不利益を与えること又は相手の就労

環境その他の生活環境を害することをいう。 

(10) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会について、性別による格差が生じているとみられる場

合に、格差是正のために必要な範囲において、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(11) エンパワーメント その人の本来持つ力を発揮できるように支援し、環境を整えること、又は個人として若しくは社会集団とし

てあらゆる段階の経済、政治その他の分野における意思決定の場に参画できるようにすることをいう。 

（基本理念） 

第 ３ 条 市、市民、教育関係者及び事業者等は、次に掲げる事項を基本理念として、男女平等参画を推進する。 

(１) 性別、性的指向、性自認等による差別的取扱いや暴力を根絶し、全ての人が、個人として尊重されること。  

(２) 性的指向、性自認等に関する公表の自由が個人の権利として保障されること。  

(３) 全ての人が、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行にとらわれることなく、その個性と能力を発揮し、

自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。 

(４) 全ての人が、性別にかかわりなく、あらゆる分野における活動方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されるこ

と。 

(５) 学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の場において、生涯を通じた男女平等参画意識の形成に向けた取組が行われ

ること。 
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(６) 全ての人が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活、職場及び地域における活動の調和の取れた生活を営むことが

できること。 

(７) 全ての人が、妊娠、出産等の性と生殖に関する健康と権利を認め合い、生涯にわたって自分らしい生き方を選択できること。 

(８) 性別による差別的取扱い及び複合差別を理由として、困難な状況に置かれている人を支援するための取組が行われるこ

と。 

(９) 国際社会及び国内における男女平等参画に係る取組を積極的に理解すること。  

（市の責務） 

第 ４ 条 市は、前条に規定する基本理念（以下単に「基本理念」という。）に基づき、男女平等参画社会を実現するための施策

を総合的かつ計画的に実施するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 市は、男女平等参画を推進するに当たり、市民、教育関係者、事業者等、国及び他の地方公共団体その他の関係機関等と

連携し、及び協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第  ５ 条  市民は、基本理念に基づき、男女平等参画について理解を深めるとともに、家庭、学校、職場、地域その他の社会の

あらゆる分野の活動において、男女平等参画の推進に努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する男女平等参画の推進に関する施策に協力し、共に実現するよう努めるものとする。 

（教育関係者の責務） 

第 ６ 条  教育関係者は、男女平等参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、基本理念に基づいた教育を行うよう努めるも

のとする。 

２ 教育関係者は、市が実施する男女平等参画の推進に関する施策に協力し、共に実現するよう努めるものとする。  

（事業者等の責務） 
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第  ７ 条  事業者等は、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たり、積極的に男女平等参画の推進に努めるとともに、全ての

人が家庭、地域及び職場における活動の調和の取れた生活を営むことができるよう環境の整備に努めるものとする。 

２ 事業者等は、市が実施する男女平等参画の推進に関する施策に協力し、共に実現するよう努めるものとする。  

（禁止事項等） 

第 ８ 条 何人も、ドメスティック・バイオレンス等、セクシュアル・ハラスメント、性的指向、性自認等を含む性別を起因とする差別

その他性別に起因するいかなる人権侵害も行ってはならない。 

２ 何人も、性的指向、性自認等の公表に関して、いかなる場合も、強制し、若しくは禁止し、又は本人の意に反して公にしてはな

らない。 

３ 何人も、情報の発信及び流通に当たっては、性別に起因する人権侵害に当たる表現又は固定的な役割分担の意識を助長し、

是認させる表現を用いないよう充分に配慮しなければならない。 

第２章 基本的施策 

（計画の策定） 

第 ９ 条 市は、男女平等参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画（以下「推進計画」という。）を

策定し、これを公表するものとする。 

２ 市は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ第１７条に規定する国立市男女平等推進市民委員会の意見を聴くとともに、

市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市は、原則として毎年１回、推進計画に基づく男女平等参画に関する施策の実施状況を公表するものとする。  

（広報啓発及び調査研究） 

第１０条  市は、市民、教育関係者及び事業者等に対して、男女平等参画について理解を深めるために必要な広報及び啓発を

行うものとする。 
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２ 市は、男女平等参画の推進に関して必要な調査研究並びに情報の収集及び提供を行うものとする。 

（積極的改善措置） 

第１１条 市は、性別による固定的な役割分担の意識があると認める場合又は性別を起因とする理由により参画する機会に不均

衡があると認める場合にあっては、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。 

（家庭生活と社会活動の調和） 

第１２条  市は、全ての人が性別にかかわりなく、家事、育児、介護等の家庭生活における活動と職場、地域、学校等における活

動の調和の取れた生活を営むことができるよう、必要な支援を行うものとする。 

（女性のエンパワーメント） 

第１３条 市は、女性が自分自身の生活と人生を決定する権利を保障し、あらゆる参画の機会において、女性個人が持つ力を十

分に発揮できるよう、女性のエンパワーメントのために必要な支援を行うものとする。 

（活動及び教育における支援） 

第１４条 市は、男女平等参画の推進に関する取組を行う市民及び事業者等に対し、必要な支援を行うものとする。 

２ 市は、学校教育、社会教育その他の生涯を通じたあらゆる教育の場において、男女平等参画社会を支える意識の形成を図る

ために必要な支援を行うものとする。 

（防災施策における推進） 

第１５条  市は、防災、災害対応、復興その他の災害に関するあらゆる局面において、男女平等参画の視点を取り入れた施策の

推進及び被災者支援を行うよう努めるものとする。 

（拠点施設の整備） 

第１６条 市は、男女平等参画の推進を図るための拠点施設を整備するものとする。 

第３章 推進体制 
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（推進委員会） 

第１７条 男女平等参画を推進するため、市長の附属機関として、国立市男女平等推進市民委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

２ 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 

(１) 市における男女平等参画の推進に関すること。 

(２) 推進計画の進捗状況に関すること。  

(３) 前２号に掲げるもののほか、男女平等参画を推進する施策に関し市長が必要と認める事項。 

３ 委員会は、男女平等参画の推進に関し、必要と認める事項について調査及び研究を行い、市長に意見を述べることができる。  

４ 委員会は、市長が委嘱する１０人以内の委員をもって組織する。 

５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の在任期間とす

る。 

６ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（苦情又は相談への対応） 

第１８条  市民、教育関係者及び事業者等は、市が実施する男女平等参画に関する施策に係る苦情又は相談があるときは、そ

の旨を市に申し出ることができる。 

２ 市は、前項の規定による苦情又は相談の申出について、必要に応じて委員会の意見を聴いて、適切な措置を講ずるものとする。 

３ 市は、第１項の規定による苦情又は相談の申出に対し、当該苦情を申し出た者に係る情報を保護するとともに、公平かつ適切

に対応するものとする。 

第４章 雑則 

（委 任） 
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第１９条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 
    

付 則 
 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30(2018)年４月１日から施行する。 

 （国立市男女平等推進市民委員会条例の廃止） 

２ 国立市男女平等推進市民委員会条例（昭和６１年３月国立市条例第１号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に男女共同参画社会基本法第１４条第３項の規定により策定されている国立市第５次男女平等・男

女共同参画推進計画については、第９条第１項に規定する推進計画とみなす。 

４ この条例の施行の際、現に第２項の規定による廃止前の国立市男女平等推進市民委員会条例（以下この項において「旧条

例」という。）第３条の規定により国立市男女平等推進市民委員会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に、第１７

条第４項の規定により委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期

は、同条第５項の規定にかかわらず、同日における、旧条例第４条に規定する国立市男女平等推進市民委員会の委員としての

任期の残任期間と同一の期間とする。 


